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１．工事計画添付書類に係る補足説明資料 

  添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

1 

設計及び工事

に係る品質マ

ネジメントシ

ステムに関す

る説明書 

設工認で作成される各様式の関係 

 

（設計，工事及び検査の各プロセスの実績として作成され

る各様式の関係をまとめた資料） 

 

2 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説

明書 

 

（「V-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステ

ムに関する説明書」における各様式の作成概要を抜粋した

資料） 

 

3 

柏崎刈羽原子力発電所における文書及び記録の管理の変遷

について 

 

(柏崎刈羽原子力発電所第 7号機建設時以降の文書及び記録

の管理の変遷をまとめた資料) 

 

4 

柏崎刈羽原子力発電所と他発電所の「設計及び工事に係る

品質マネジメントシステムに関する説明書」についての比

較表 

 

（「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する

説明書」について，他発電所（旧法での対応）との比較を

行うとともに，「柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請

書（本文十一号）」と「設計及び工事に係る品質マネジメン

トシステム（設工認本文）」との関係をまとめた資料） 

 

 

 



  

 

 

 
 

  

様式－3 技術基準規則の各条文と各施設
における適用要否の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目  的：技術基準規則各条文が対象

とする施設の明確化 
・作成要領：施設ごとの各条文に対する

適用要否を判断しその結果
を整理する。 

技
術
基
準
規
則 

様式－4 施設と条文の対比一覧表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目的：施設ごとに適用される条文の明確化 

（例：設計基準対象施設） 
・作成要領：様式－3 で整理された結果を一覧表に整理する。 

条文適用要否の

判断結果 

設計 1 

様式－2 設備リスト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目  的：適合性確認対象設備の抽出 

（例：設計基準対象施設【設備リスト】） 
・付帯情報：技術基準規則条文 

既設/改造/新設，常設/可搬 
設備/運用，別表第二分類 

・作成要領：「第4図 適合性確認対象設備の
抽出について」に示すフローに
基づき適合性確認対象となる設
備・運用を抽出する。 

様式－5－1 技術基準規則と設工認書類
との関連性を示す星取表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目  的：設備ごとに適用される条項

号と添付書類の明確化 
（例：設計基準対象施設） 

・付帯情報：設工認資料との関係 
・作成要領：様式－2 で抽出した設備等

を「別表第二」の情報をも
とに施設ごとに並べ直すと
ともに様式－4 を基に設備
ごとに適用される技術基準
規則の条項号を整理する。
合わせて各条項号と設工認
資料との関係を整理する。 

様式－5－2 設工認添付書類星取表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目  的：設備ごとに適用される耐震ク

ラス，機器クラス等の明確化 
・付帯情報：設工認資料との関係 
・作成要領：様式－5-1で整理した設備等を

別表第二の施設（設備）区分
ごと分割するとともに指針等
に基づき適用される耐震重要
度分類，機器クラス及び兼用
の考え方を整理する。また，
設工認資料を「別表第二（下
欄）」の図書名称単位で再整
理する。 

設備等の情報 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
・
添
付
書
類 

設備抽出 

施設ごとに適用

する条文の情報 
設備情報 

様式－7 要求事項との対比表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目  的：基本設計方針を抜けなく作

成するための手段の明確化 
・作成要領：様式－6 に考え方を整理し

ながら基本設計方針を作成
するとともに、詳細設計と
して含めるべき項目を記載
する。 

技
術
基
準
規
則 

記載内容 
を転記 

設備 
（差分） 

様式－6 各条文の設計の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目  的：基本設計方針を作成す

るための技術基準規則
への適合性の考え方及
び詳細設計として含め
るべき項目の明確化 

・作成要領：様式－7 を作成しなが
ら，考え方を整理して
いく。 

基本設計方針 

詳細な検討が必要な事項 
（各説明書等）の情報 

様式－8 基準適合性を確保するための設計
結果と適合性確認状況一覧表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目  的：技術基準規則への適合に必要

な詳細設計が行われ，適合性
確認対象設備の検査との結び
つきを明確化 

・作成要領：様式－5-2で取りまとめた設
備及び運用について，基本設
計方針に基づき設計した結果
（対応策）を整理するととも
に，使用前事業者検査の方法
「確認方法」について取りま
とめる。 

様式－1 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画【    施設（設備）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目  的：設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等で行った管理の実績及び計画 

の取りまとめ 
・作成要領：各様式を用いて実施した業務の実績及び計画について、主語を明確にし， 

基本設計方針で示した項目に対する実績（各説明資料への繋がり）と記録 
（用いた様式）等及び工事・検査の計画を簡潔に記載する。 

【設計資料】 

 要目表 

基本設計方針 

各説明資料等 
・発電用原子炉の設置の許可

との整合性に関する説明書 
・設備別記載事項の設定根拠

に関する説明書 
・強度に関する説明書 等 
 

耐震重要度分類， 
機器クラス等の情報 

設工認申請書 
（本文・添付書類） 

〔工事計画認可申請書〕 

施設ごと

の基本設

計方針の

作成 

設計 2 

要求事項の 
明確化 

対象設備

等の選定 

基本設計方針

の作成 

設
置
許
可
基
準
規
則 

資料１ 設工認で作成される各様式の関係 
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様式－２，様式－５－１及び様式－５－２の関係 

 

  

工認添付書類星取表　【その他発電用原子炉の附属施設　2 常用電源設備】

別表第二添付書類【記号の定義】○:有△:既工認読込●or▲:主登録側で整理されるもの■:他号機にて作成‐:無

― (1) 発電機 発電機 45条3項2号

4条1項
6条1項

7条1,2項
11条1項

12条1項
14条2項

― ― C ― D-3 ― ― ― ○ ― ○ ○

― (2) 励磁装置 励磁装置 45条3項2号

4条1項

6条1項
7条1,2項

11条1項
12条1項

14条2項

― ― C ― D-3 ― ― ― ○ ― ― ○

― (3) 保護継電装置 保護継電装置 45条3項2号

4条1項
6条1項

7条1,2項
11条1項

12条1項
14条2項

― ― C ― D-3 ― ― ― ○ ― ― ○

そ

の
他

発
電

用
原

子
炉
の

附
属

施
設

2
 

常
用

電
源
設

備

―1 発電機

【耐震重要度分類】※

耐震重要度分類については，「工認添付書類

星取表略語の定義」参照

【機器クラス】※

機器クラスについては，「工認添付書類星取

表略語の定義」参照

※運用及び可搬型のSA 設備については斜線

とする。

【申請区分】

D-1:耐震基準変更

（耐震S ｸﾗｽ）

（B,C ｸﾗｽのS ｸﾗｽへの波及的影響）

（共振のおそれのある耐震B ｸﾗｽ設備）

D-2:RCPB範囲拡大

D-3:基準変更・追加又は別表変更・追加

D-4:別表該当なし

D-5:記載の適正化

D-6:既工認で使用前検査未完了分

機器クラス 申請区分 設備区分 機器クラス

設計基準対象施設（DB） 重大事故等対処設備（SA）

「◎」申請対象

（新設設備）

「□」申請対象

（工認未登録で既設設備）

「○」申請対象

（既工認登録済）

「△」記載の適正化

「×」要目表への記載なし

主

要

設

備

の

配

置

の

状

況

を

明

示

し

た

平

面

図

及

び

断

面

図

単

線

結

線

図

(

接

地

線

(

計

器

用

変

成

器

を

除

く
。

)

に

つ

い

て

は

電

線

の

種

類

，

太

さ

及

び

接

地

の

種

類

も

併

せ

て

記

載

す

る

こ

と
。

)

新

技

術

の

内

容

を

十

分

に

説

明

し

た

書

類

発

電

用

原

子

炉

施

設

の

熱

精

算

図

工

場

又

は

事

業

所

の

概

要

を

明

示

し

た

地

形

図

様式-2 関連条文 主登録 兼用登録 耐震重要度分類

送

電

関

係

一

覧

図

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

内

に

お

い

て

行

う

制

限

工

事

に

係

る

場

合

は

，

当

該

区

域

内

の

急

傾

斜

地

(

急

傾

斜

地

の

崩

壊

に

よ

る

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

律

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

も

の

を

い

う
。

以

下

同

じ
。

)

の

崩

壊

の

防

止

措

置

に

関

す

る

説

明

書

機器名
申請区分

技術基準条文 兼用する場合の施設・設備区分

柏崎刈羽原子力発電所第７号機　申請対象設備

基本設計方針

要目表

【設備区分】

設備区分については，「工認添付書類星取表

略語の定義」参照

【機器クラス】

機器クラスについては，「工認添付書類星取

表略語の定義」参照

【申請区分】

S-1:SA 新設（既設の新規登録含む）

S-2:DBのSA使用（条件変更なし）

S-3:既認可SA使用条件変更有り

S-4:既認可SA機器クラスアップ有り

S-5:既認可SA使用目的変更有り

S-6:基本設計方針

S-7:SA 別表追加等

設備区分 系統名

別表第二

発電用原

子炉施設

の種類
機器区分

技術基準規則と工認書類との関連性を示す星取表

条

項

要
求

添付資料 添付図面 添付資料

常用電源設備の健全性に関
する説明書

送電関係一覧図 単線結線図
常用電源設備に係る機器の
配置を明示した図面

(1) 発電機 設備 45条3項2号 ○ ○ ― ○ ○

(2) 励磁装置 設備 45条3項2号 ○ ― ― ○ ○

(3) 保護継電装置 設備 45条3項2号 ○ ○ ― ○ ―

保安電源設備
の異常の検知

とその拡大防
止

そ
の

他
発
電

用
原
子

炉
の

附

2
 

常
用
電

源
設

備

必要な機能
等

設備
／

運用
設備区分 機器名称

保護継電装置

励磁装置

発電機

―1 発電機

機器区分 技術基準条文施設区分

その他発電用原子炉の附属施設
2 常用電源設備

第45条

3項一号
　保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）

には、第一項の電線路、当該発電用原子炉施設において常時使用さ
れる発電機及び非常用電源設備から発電用原子炉施設の安全性を確

保するために必要な装置への電力の供給が停止することがないよ

う、次に掲げる措置を講じなければならない。

一　高エネルギーのアーク放電による電気盤の損壊の拡大を防止す

るために必要な措置

基本

設計

方針

第45条

3項二号
　保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）には、第一項の電線路、当該発電用原子

炉施設において常時使用される発電機及び非常用電源設備から発電用原子炉施設の安全性を確保するために
必要な装置への電力の供給が停止することがないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

二　前号に掲げるもののほか、機器の損壊、故障その他の異常を検知し、及びその拡大を防止するために必

要な措置

基本

設計

方針

添付図面

発電機 設備 既設 ○ ○ ○ (b)
その他発電用原子炉の附属施設
2 常用電源設備

1 発電機 ― (1) 発電機 ○

励磁装置 設備 既設 ○ ○ ○ (b)
その他発電用原子炉の附属施設
2 常用電源設備

1 発電機 ― (2) 励磁装置 ○

保護継電装置 設備 既設 ○ ○ ○ (b)
その他発電用原子炉の附属施設
2 常用電源設備

1 発電機 ― (3) 保護継電装置 ―

主変圧器 設備 既設 ○ ○ ○ (b)
その他発電用原子炉の附属施設
2 常用電源設備

2 変圧器 ― (1) 変圧器 ○

1号高起動変圧器（1号機設備，1,2,3,4,5,6,7号機共用） 設備 既設 ○ ○ ○ (b)
その他発電用原子炉の附属施設
2 常用電源設備

2 変圧器 ― (1) 変圧器 ○

保安電源設備の異常の検知とその拡大
防止

実用炉規則別表第二に関連する施設・設備・機器区分

柏崎刈羽原子力発電所7号機　設備リスト　【設計基準対象施設】

技術基準規則及び解釈 必要な機能等 設備等
設備
／

運用

既設
／
改造
／
新設

追加要求事項に対
して必須の設備，
運用か
（○，×）

実用炉規則別表第
二のうち要目表に
該当する設備か
（○，×，―）

既工認に記載され
ているか
（○，×，―）

必要な対策が
(a),(b),(c)のう
ち，どこに対応す
るか

添八主要
設備

記載有無

二　前号に掲げるもののほか、機器の損壊、故障その他の異常を検知し、及びそ
の拡大を防止するために必要な措置

５　第３項第２号に規定する「異常を検知し、及びその拡大を防止するために必
要な措置」とは、短絡、地絡、母線の低電圧又は過電流などを検知し、遮断器等
により故障箇所を隔離し、保安を確保するために必要な装置への影響を限定でき
る設計及び外部電源に直接接続している変圧器の一次側において３相のうちの１
相の電路の開放が生じた場合に、安全施設への電力の供給が不安定になったこと
を検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止
する対策（手動操作による対策を含む。）を行うことによって、安全施設への電
力の供給が停止することがないように、電力供給の安定性を回復できる設計とす

様式-2 

様式-5-1 

様式-5-2 

条文：45条 

施設：常用電源設備 

施設：常用電源設備（DB） 様式-3，様式-4 の情報 

機能を基準に別表第二の順で整理 

DB と SA で重複する設備を統合し，系統を考慮し

て要目表に記載する別表第二の順で整理 

適用される技術基準規則の条項号と，必要な基

本設計方針及び添付書類を設備ごとに整理。 

兼用する際の考え方を整理したうえで，

工認申請書との関係を設備ごとに整理。 

（例）設備：発電機（保護継電装置），条文：45条，施設：常用電源設備 補足説明 様式間の関係 

別様式の情報を参照する情報 当該様式で新たに整理する情報 規則及び EP から転記する情報 

 

発電機（保護継電装置） 

発電機（保護継電装置） 

発電機（保護継電装置） 
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様式－３及び様式－４の関係 

 

  

様式-3，様式-4 の記号について 

○：条文要求に追加・変更がある， 

  又は追加設備がある。 

△：条文要求に追加・変更がなく， 

  追加設備もない。 

―：条文要求を受ける設備がない。 

□：保安規定等にて維持・管理が必要な 

  追加設備がある。（亀裂の防止，耐圧試験） 

様式-3 

3 4

９ 第７項に規定する「附属設備」には、非常用電
源設備の機能を達成するための燃料系を含む。

７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又
は多様性を確保し、及び独立性を確保し、その系
統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した
場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は
設計基準事故時において工学的安全施設及び設計
基準事故に対処するための設備がその機能を確保
するために十分な容量を有するものでなければな
らない。

１０ 第７項に規定する「工学的安全施設等及び設
計基準事故に対処するための設備がその機能を確保
するために十分な容量」とは、工学的安全施設等の
設備が必要とする電源が所定の時間内に所定の電圧
に到達し、継続的に供給できる容量をいう。工学的
安全施設等の設備に継続的に供給できる容量に達す
る時間は、発電用原子炉設置（変更）許可申請書に
おいて評価した原子炉冷却材喪失事故における工学
的安全施設等の設備の作動開始時間を満たすもので
あるとともに、７日間の外部電源喪失を仮定して
も、電力を供給できる容量以上の燃料を敷地内に貯
蔵すること。また当該設備は、発電用原子炉設置
（変更）許可申請書に規定された仕様を満たすもの
であること。

８ 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に
属する非常用電源設備から受電する場合には、当
該非常用電源設備から供給される電力に過度に依
存しないように施設しなければならない。

1 2 理由

5 6 7 8

― ― ― ―

― ―

― ― ― ―

原子炉冷却系統施設

対象施設

適用要否判断

― ― ― ―

― ― ― ―

― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

本条文の適用を受ける設備はない。

同上

同上

同上計測制御系統施設

― ―

原子炉本体

核燃料物質の
取扱施設及び貯蔵施設

― ―

技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方

実用発電用原子炉及びその附属施設の
技術基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施設の
技術基準に関する規則の解釈

条文の分類
（個別設備）

技術基準規則　第４５条【第１，２項：変更なし，第３～８項：変更あり】
（保安電源設備）

様式－４

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

適用
範囲

定義
特殊

な設計
地盤 地震 津波

外部衝
撃

立ち入
り防止

不法侵
入

急傾斜
地

火災 溢水
避難通

路
安全設

備

設計基
準対象
設備

全交流
電源
喪失

材料構
造

破壊の
防止

流体振
動

安全弁
耐圧試

験
監視試
験片

炉心等
熱遮蔽

材
一次冷
却材

燃料取
扱設備

バウン
ダリ

バウン
ダリ隔
離装置

一次冷
却材処
理装置

逆止め
弁

蒸気
タービ

ン

非常用
炉心冷
却設備

循環設
備

計測装
置

安全保
護装置

反応度
制御

制御棒
原子炉
制御室

廃棄物
処理設

備

廃棄物
貯蔵設

備

汚染の
防止

生体遮
蔽

換気設
備

原子炉
格納施

設

保安電
源設備

緊急時
対策所

警報装
置等

準用

― ― ― 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 共通 共通 個別 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通

◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ △ △ ― △ ◯ △ △ ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ―

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― △ △ ― ― △ ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ◯ ―

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ □ ◯ △ □ ― ― ― △ △ ◯ ◯ △ ◯ △ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― △ ― ― △ ― ― ― ―

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ □ ― △ □ ― ― ― ― ― ◯ ◯ ― △ ― ― △ ◯ ◯ △ △ ◯ ― ― △ ― ― ― ― ― ◯ ―

◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ― △ △ ― △ △ ― ― ― ― ― ― ― △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ △ ― ― ― ― ― △ ―

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ― ― ― ◯ ― ― ― ◯ ― ― △ △ △ ― ― ― △ ―

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ □ ◯ ◯ □ ― ― ― ― △ ◯ ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ― △ ◯ ― ― ― ―

非常用電源設備 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ △ ― △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ◯ ◯

常用電源設備 ◯ △ ◯ ◯ △ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ― ― ― ◯ ― ― △

補助ボイラー ◯ △ ◯ ◯ △ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △

火災防護設備 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ □ ― ― □ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ◯

浸水防護施設 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ―

補機駆動用
燃料設備

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯

非常用取水設備 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

敷地内土木構造物 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

緊急時対策所 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◯ ― ―

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ― ― ― ― ― ― ―

○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。 注記＊ ：安全避難通路，火山，外部火災，竜巻等への対応に必要な設備の基本設計方針は原子炉冷却系統施設にて整理。

△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。

―：条文要求を受ける設備がない。

□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。

　　　　　　　　　　　分類

原子炉施設の種類

核燃料物質の
取扱施設及び貯蔵施設

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射性廃棄物の
廃棄施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設

共通条文への対応に必要となる施

設
*
(原子炉冷却系統施設)

原子炉本体

設計基準対象施設総則

条文

施設と条文の対比一覧表

様式-4 

常用電源設備

放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ―

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設

―

― ― ― ―

―

非常用電源設備

敷地内土木構造物

― ◯ ◯

― ― ◯ ◯

― ― ― ―

△ ◯ ◯ ―

緊急時対策所

― ―

補機駆動用燃料設備

非常用取水設備

― ―

火災防護設備
― ―

―

補助ボイラー

浸水防護施設

― ―

― ― ―

― ―

―

共通条文への対応に必要となる施

設
*
(原子炉冷却系統施設)

原子炉格納施設

― ― ― ―

―

― ― ―

◯ ◯ ―

― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ―

―

― ―

― ―

― ―

― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

同上

同上

同上

― ―

【備考欄】
*：安全避難通路，火山，外部火災，竜巻等への対応に必要な設備の基本設計方針は原子炉冷却系統施設
にて整理。

［記号説明］ ○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。
△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。
―：条文要求を受ける設備がない。
□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。

同上

同上

同上

原子炉本体に同じ。

同上

同上

同上

同上

新規登録設備及び既設改造設備については対象とす
る。
また，発電用原子炉施設の安全性を確保するために
必要な装置への電力の供給が停止することがないよ
う，保安電源設備の異常の検知及び拡大防止措置及
び工学的安全施設等の設備への継続的な電源供給，
並びに他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設
備から受電に対する要求があるため，本条文を適用
する。

発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な
装置への電力の供給が停止することがないよう，保
安電源設備の異常の検知及び拡大防止措置の要求が
あるため，また，設計基準対象施設に接続する電線
路に対する要求があるため，本条文を適用する。

―

― ― ― ―

― ― ― ―

対象施設

適用要否判断

理由1 2 3 4

5 6 7 8

条文：45条 

条文：1～48 条 

（例）設備：発電機（保護継電装置），条文：45条，施設：常用電源設備 補足説明 様式間の関係 

別様式の情報を参照する情報 当該様式で新たに整理する情報 規則及び EP から転記する情報 
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様式－６及び様式－７の関係 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

二 前号に掲げるもののほか、

機器の損壊、故障その他の異常

を検知し、及びその拡大を防止

するために必要な措置④ 

 

【解釈】 

５ 第３項第２号に規定する

「異常を検知し、及びその拡大

を防止するために必要な措置」

とは、短絡、地絡、母線の低電圧

又は過電流などを検知し、遮断

器等により故障箇所を隔離し、

保安を確保するために必要な装

置への影響を限定できる設計及

び外部電源に直接接続している

変圧器の一次側において３相の

うちの１相の電路の開放が生じ

た場合に、安全施設への電力の

供給が不安定になったことを検

知し、故障箇所の隔離又は非常

用母線の接続変更その他の異常

の拡大を防止する対策（手動操

作による対策を含む。）を行うこ

とによって、安全施設への電力

の供給が停止することがないよ

うに、電力供給の安定性を回復

できる設計とすることをいう。

④ 

 

 安全施設へ電力を供給する

保安電源設備は，電線路，発電

用原子炉施設において常時使

用される発電機，外部電源系及

び非常用電源設備から安全施

設への電力の供給が停止する

ことがないよう，発電機，送電

線，変圧器，母線等に保護継電

器を設置し，機器の損壊，故障

その他の異常を検知するとと

もに，異常を検知した場合は，

ガス絶縁開閉装置あるいはメ

タルクラッド開閉装置等の遮

断器が動作することにより，そ

の拡大を防止する設計とする。 

 

 

 特に重要安全施設に給電す

る系統においては，多重性を有

し，系統分離が可能である母線

で構成し，信頼性の高い機器を

設置する。 

 

 

 さらに，非常用所内電源系か

らの受電時の母線切替操作が

容易な設計とする。 

 

 安全施設へ電力を供給する

保安電源設備は，電線路，発電

用原子炉施設において常時使

用される発電機，外部電源系及

び非常用電源設備から安全施

設への電力の供給が停止する

ことがないよう，発電機，送電

線，変圧器，母線等に保護継電

器を設置し，機器の損壊，故障

その他の異常を検知するとと

もに，異常を検知した場合は，

ガス絶縁開閉装置あるいはメ

タルクラッド開閉装置等の遮

断器が動作することにより，そ

の拡大を防止する設計とする。 

④-1【45条 10】 

 

 特に重要安全施設に給電す

る系統においては，多重性を有

し，系統分離が可能である母線

で構成し，信頼性の高い機器を

設置する。 

④-2【45条 11】 

 

 さらに，非常用所内電源系か

らの受電時の母線切替操作が

容易な設計とする。 

④-3【45条 12】 

 

(ab)保安電源設備 

 保安電源設備（安全施設へ電

力を供給するための設備をい

う。）は，電線路，発電用原子

炉施設において常時使用され

る発電機，外部電源系及び非常

用電源設備から安全施設への

電力の供給が停止することが

ないよう，発電機，送電線，変

圧器，母線等に保護継電器を設

置し，機器の損壊，故障その他

の異常を検知するとともに，異

常を検知した場合は，ガス絶縁

開閉装置あるいはメタルクラ

ッド開閉装置等の遮断器が動

作することにより，その拡大を

防止する設計とする。④-1 

  

 特に重要安全施設において

は，多重性を有し，系統分離が

可能である母線で構成し，信頼

性の高い機器を設置する④-2

とともに， 

 

 

非常用所内電源系からの受電

時の母線切替操作が容易な設

計とする。④-3 

 

3 について 

保安電源設備（安全施設へ電

力を供給するための設備をい

う。）は，電線路，発電用原子

炉施設において常時使用され

る発電機，外部電源系及び非常

用所内電源系から安全施設へ

の電力の供給が停止すること

がないよう，発電機，外部電源，

非常用所内電源設備，その他の

関連する電気系統機器の短絡

若しくは地絡又は母線の低電

圧若しくは過電流等を保護継

電器にて検知できる設計とす

る。また，故障を検知した場合

は，ガス絶縁開閉装置あるいは

メタルクラッド開閉装置等の

遮断器により故障箇所を隔離

することにより，故障による影

響を局所化できるとともに，他

の安全機能への影響を限定で

きる設計とする。 

◇1 （④-1） 

 

 

 

 

 

 

差異なし。 

・要求事項の明確化。 

・追加要求事項だが既往の設

計のため差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異。 

・要求事項の明確化。 

・追加要求事項だが既往の設

計のため差異なし。 

 

 

 

・表現上の差異。 

・要求事項の明確化。 

・追加要求事項だが既往の設

計のため差異なし。 

 

常用電源設備 

1.1.1 機器の損壊，故障その

他の異常の検知と拡大防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用電源設備 

1.1 非常用電源系統 

常用電源設備 

1.1.1 機器の損壊，故障その

他の異常の検知と拡大防止 

 

 

非常用電源設備 

1.1 非常用電源系統 

 

 

様式-7 

各条文の設計の考え方                                

第 45 条（保安電源設備） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

○1  
非常用電源設備の施

設 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1項 1 ― 

○2  
無停電電源装置及び

直流電源装置の施設 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
2項 2 b,c,d,f 

○3  

高エネルギーのアー

ク放電による損壊防

止 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
3 項 1号 3,4 e 

○4  

機器の損壊，故障その

他の異常検知及びそ

の拡大防止 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
3 項 2号 3,5 a,b,g,h 

○5  外部電源の独立 
技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
4項 6,7 a,b,h 

○6  送電線の物理的分離 
技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
5項 8 a,b,h 

○7  
二回線喪失時の電力

供給 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
6項 ― a,b,g,h 

○8  
非常用電源設備及び

その付属設備 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
7項 9,10 c,d,f 

○9  
非常用電源設備の共

用に関する事項 

技術器基準規則の要求事項を受け

ている内容を記載する。 
8項 ― c,d,e,f 

様式-6 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 

◇1  
設置許可本文との重

複記載 
設置許可本文と同趣旨のため記載しない。 

◇2  
配電系統に関する記

載 

「1.No.⑩」にて同趣旨の内容を包括して記載するため記

載しない。 

◇3  
設置許可添八内の重

複記載 

設置許可添八内に同趣旨の記載があることから記載しな

い。 

◇4  
文章，表，系統図，

説明図等の呼込み 

設置許可内での文章，表，系統図（又は説明図等）の呼込

みであるため記載しない。 

◇5  設備の詳細記載 設備の詳細な記載であるため記載しない。 

◇6  

原子炉冷却材喪失事

故時の電源供給に関

する記載 

「1.No.⑧」にて同趣旨の内容を包括して記載するため記

載しない。 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 
 条文：45条 

条文：45条 

黒色：設置変更許可を引用した文章 

青色：設置変更許可を引用せず作文した文章 

（例）設備：発電機（保護継電装置），条文：45条，施設：常用電源設備 補足説明 様式間の関係 

別様式の情報を参照する情報 当該様式で新たに整理する情報 規則及び EP から転記する情報 
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様式－1の記載について

施設区分毎に以下を基本として作成する。

①設計の纏まりが分かる程度のタイトルをつけ
る。

②様式－1で記載される設計のプロセスが基本
設計方針のどこの箇所(設計項目)を受けて実
施した設計であるか分かるように「～につい
て，基本設計方針をインプットとして」等の
表現を設計単位毎に記載する。

③「誰が」，「何を」インプットに「どのよう
に」設計(調達を実施する場合は供給者との
やりとりを含む)を実施し，設計結果が「ど
の」設工認書類に記載されているのか分かる
記載とする。

④調達やウォークダウン(現場確認)を行ってい
る場合は，それらを行っていることを明記す
る（ただし，設計要素を含まない調達は記載
しない）。

⑤設計のアウトプットである設計資料と設工認
書類との繋がりを分かりやすくするため，極
力設工認書類の用語を使用する。

⑥共通条文の基本設計方針を受ける設計のプロ
セスは，設工認基本設計方針の記載を踏まえ
て，「原子炉冷却系統施設」に記載し，その
他の施設では呼び込みを行う。

業務実績又は業務計画 (記載例)

1.・・・設計
○○は，・・・の設計を以下に示す通り実

施した。

1.1 ～に係る設計
○○は，～～について，基本設計方針，

△△をインプットとして，様式－2で抽出
した◇◇設備が～～な設計となっているこ
とを確認し，アウトプットとして▲▲（設
計資料）に取りまとめた。

○○は，▽▽をインプットとして，様式
－2で抽出した◆◆設備が※※な設計とな
っていることを確認し，アウトプットとし
て▼▼（設計資料）に取りまとめた。

1.2 －－に係る設計
・
・
・

（設計を主管する箇所の長）は，本工事
計画に必要な設計を行うための仕様書を作
成し，Ⅴ-1-10-1の「3.6 設工認にお
ける調達管理の方法」に基づく調達管理を
実施した。

・
・
・

♯♯は，⊿⊿の確認を受けて供給者が提
出した業務報告書を承認した。

（設計を主管する箇所の長）は，○○が取
りまとめた設計資料をレビューし，承認し
た。

【▲図面】【▼▼に関する説明書】…

各要目表及び設工認添付書類(以下「設工認書類」という。)で示している設計結果を導いたプロセスについてインプット・アウトプットを
明確にしながら短文で記載する。

基本的な考え方

備考

設計単位

設計の纏まり毎に，各プロセスのアウト
プットとなる設計資料がどの設工認書類
に反映されたかを明記する。
なお，設工認書類の名称は他の様式で使
用する程度の略称を使用する。

設計対象は，様式－2で抽出された何の
設備か分かるよう機能や系統，設備名を
用いて記載する。

レビュー，承認は設計の纏まり毎に記
載している。纏まり毎に見た際に必要
な活動が行われていることに主眼おい
て記載しており，実際の承認タイミン
グを意味しているものではない。

設計の纏まり
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￥設工認本文に記載されている施設
ごとの基本設計方針の前後表から，
設計項目となるまとまり毎に「基
本設計方針」を転記する。

追加要求事項がある「基本設計方針」について，
これを受けて実施した詳細設計の結果が記載され
ている「設工認書類」の図書番号・名称と，記載
箇所が分かる章項節番号・タイトルを記載する。

追加要求事項がある「基本設計方針」について，
これを受けて実施した設計のプロセスを記載し
た「様式－1」の，記載箇所が分かる章項節番
号・タイトルを記載する。

【対象施設：非常用取水設備】 （記載例）

基本設計方針
設計結果の記載箇所 様式－1への反映結果

変更前 変更後

第2章 個別項目
1. 非常用取水設備
1.1 非常用取水設備の基本設計方針
設計基準事故時に対処するために必要とな

る原子炉補機冷却海水系に使用する海水を取
水し，導水するための流路を構築するため，7
号機のスクリーン室，7号機の取水路，補機冷
却用海水取水路及び補機冷却用海水取水槽
を設置することにより冷却に必要な海水を確保
できる設計とする。なお，7号機のスクリーン室，
7号機の取水路，補機冷却用海水取水路及び
補機冷却用海水取水槽は，海と接続しており容
量に制限がなく必要な取水容量を十分に有し
ている。

第2章 個別項目
1. 非常用取水設備
1.1 非常用取水設備の基本設計方針
設計基準事故に対処するために必要となる

原子炉補機冷却海水系に使用する海水を取水
し，導水するための流路を構築するため，7号
機のスクリーン室（重大事故等時のみ6,7号機
共用），7号機の取水路（重大事故等時のみ6,7
号機共用），補機冷却用海水取水路及び補機
冷却用海水取水槽を設置することにより冷却に
必要な海水を確保できる設計とする。なお，7号
機のスクリーン室（重大事故等時のみ6,7号機
共用），7号機の取水路（重大事故等時のみ6,7
号機共用），補機冷却用海水取水路及び補機
冷却用海水取水槽は，海と接続しており容量に
制限がなく必要な取水容量を十分に有している。
【33条25】

－
－

（記載追加のみ，変更なし）

また，基準津波に対して，原子炉補機冷却
海水ポンプが引き波時においても機能保持で
きるよう，7号機の海水貯留堰（重大事故等時の
み6,7号機共用）を設置することにより冷却に必
要な十分な容量の海水が確保でき
る設計とする。【33条26】

要目表

Ⅴ-1-1-4 取水口及び放水口に関する説明書
3. 取水口，海水貯留堰，スクリーン室，取水路，
補機取水路，主機取水槽及び補機取水槽

Ⅴ-1-1-5-8-4 設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（その他発電用原子炉の附属施
設（非常用取水設備））

非常用取水設備の配置を明示した図面
9.6 非常用取水設備

構造図
9.6 非常用取水設備

2. 非常用取水設備の兼用に関する設計

3. 冷却水を確保するための設計

様式－1展開表について

基本設計方針の変更に対する設計の結果が，どの設工認書類のどこに記載しているかを明確にし，その設計プロセスを様式－1のどこに記
載したかを整理する。

基本的な考え方

図面は全ての図書番号・タイトルを記
載すると煩雑になる為，名称は他の様
式で使用する程度の略称を使用し，設
備・系統毎に記載する。
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様式－1と展開表のつながり

業務実績又は業務計画 (記載例)

3. 冷却水を確保するための設計
工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，基本設計方針をインプットとして様
式－2で抽出した海水貯留堰，スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路及び
補機冷却用海水取水槽について，設計基準事故時及び重大事故等時に事故が収束
するまでの間に必要な海水を冷却水として取水するための入力津波に対する取水
性の評価及び冷却に必要な海水を取水するための設備の設計を以下に示すとおり
実施した。

3.2.1 設備仕様に係る設計
(1) 冷却に必要な海水の貯留容量の設定

工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備図書をインプットとして
冷却に必要な貯留容量を設定するため，引き波時において冷却に必要な海水量
を設定し，その結果をアウトプットとして設定根拠並びに取水口及び放水口に
関する設計資料に取りまとめた。

(2) 冷却に必要な海水を貯留及び取水するための設備の設計
工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，冷却に必要な海水を取水するた
め，「(1) 冷却に必要な海水の貯留容量の設定」で設定した貯留容量を確保
するため，基本設計方針及び設備図書をインプットとして，貯留機能のうち，
原子炉補機冷却海水ポンプへ導水するための流路としての海水貯留堰，スクリ
ーン室，取水路，補機冷却用海水取水路及び補機冷却用海水取水槽の構造，配
置を決めるための設計を実施し，それをアウトプットとして設備仕様，配置図
及び構造図に取りまとめた。

土木耐震グループマネージャ及び建築技術グループマネージャは，工認プロ
ジェクト（津波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し
た。

工認プロジェクト（共通パートチーム）は，冷却に必要な海水を取水するた
めの設備の設計のうち，健全性に係る「多重性又は多様性及び独立性並びに位
置的分散」，「悪影響防止等」，「環境条件等」及び「操作性及び試験・検査
性」の設計をⅤ-1-10-4の「11. 健全性に係る設計」で実施した。

3.2.2 各機器固有の設計
(1) 耐震評価

工認プロジェクト（耐震チーム）は，耐震評価をⅤ-1-10-4の「4. 地震に
よる損傷防止に関する設計」で実施した。

【要目表】【取水口及び放水口に関する説明書】【設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】【非常用取水設備の配置を明示した図面】【構造図】

【対象施設：非常用取水設備】 （記載例）

基本設計方針 様式－1への
反映結果変更前 変更後

第2章 個別項目
1. 非常用取水設備
1.1 非常用取水設備
の基本設計方針
設計基準事故時に対
処するために必要とな
る原子炉補機冷却海
水系に使用する海水を
取水し，導水するため
の流路を構築するため，

第2章 個別項目
1. 非常用取水設備
1.1 非常用取水設備
の基本設計方針
設計基準事故に対処
するために必要となる
原子炉補機冷却海水
系に使用する海水を取
水し，導水するための
流路を構築するため，

－
－

（記載追加のみ，変
更なし）

また，基準津波に対
して，原子炉補機冷却
海水ポンプが引き波時
においても機能保持で
きるよう，7号機の海水
貯留堰（重大事故等時
のみ6,7号機共用）を設
置することにより冷却に
必要な十分な容量の
海水が確保できる設計
とする。【33条26】

要目表

Ⅴ-1-1-4 取水口及
び放水口に関する説
明書
3. 取水口，海水貯留
堰，スクリーン室，取水
路，補機取水路，主機
取水槽及び補機取水
槽

Ⅴ-1-1-5-8-4 設備
別記載事項の設定根
拠に関する説明書（そ
の他発電用原子炉の
附属施設（非常用取水
設備））

非常用取水設備の配
置を明示した図面
9.6 非常用取水設備

構造図
9.6 非常用取水設備

2. 非常用取水設備
の兼用に関する設計

3. 冷却水を確保す
るための設計

・
・
・

設計対象のうち機能を兼用する機
器の仕様に関する設計は、「2. 非
常用取水設備の兼用に関する設計」
に設計プロセスを記載している。

・
・
・

・
・
・ ・
・
・

・
・
・

健全性に係る設計
、耐震評価、強度
評価等の設計は共
通条文に係る設計
であるが、設備毎
に設計の要否が異
なる為、設計のま
とまり毎に記載し
ている。
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資料 2 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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定，妥当性確認及び検査等に関する事項（記録，識別管理，トレーサビリティ等に 

関する事項を含む）並びに外部の者との情報伝達に関する事項等 
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1. 概要 

本資料は，設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）の「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）及び柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設

保安規定（以下「保安規定」という。）に基づき，設工認の「実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則（2013 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 6 号）」（以下「技術基準規

則」という。）等に対する適合性の確保に必要な設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又

は行おうとしている管理の計画について記載するとともに，工事及び検査に係る品質管理の方法，

組織等についての具体的な計画を記載する。 

 

2. 基本方針 

  本資料では，設工認における，「設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行おうとし

ている管理の計画」及び「工事に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」を，以

下のとおり説明する。 

 

(1) 設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画 

「設計に係る品質管理の方法で行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画」と

して，以下に示す 2つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3. 設工認における設

計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係

及び情報伝達含む）」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，工事及び

検査の各段階とそのレビュー」に，品質管理の方法について「3.3 設計に係る品質管理の

方法」に，調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に，文書管

理，識別管理及びトレーサビリティについて「3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ」

に，不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。 

また，これらの方法で行った管理の具体的な実績を，様式－1「設工認に係る設計の実績，

工事及び検査の計画 (例)」（以下「様式－1」という。）を用いて「Ⅴ-1-10-2 設工認に係

る設計の実績，工事及び検査の計画 原子炉本体」～「Ⅴ-1-10-16 設工認に係る設計の実

績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示す。 

 

・「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（1978 年 12 月 28 日通商産業省令第

77 号）」（以下「実用炉規則」という。）の別表第二「設備別記載事項」に示された設備

に対する技術基準規則の条文ごとの基本設計方針の作成 

 

・作成した条文ごとの基本設計方針を基に，実用炉規則の別表第二に示された事項に対

して必要な設計を含む技術基準規則等への適合に必要な設備の設計（作成した条文ご

との基本設計方針に対し，設工認申請時点で設置している設備，並びに工事を継続又

は完了している設備の設計実績を用いた技術基準規則等への適合に必要な設備の設計

を含む。） 

 

様式－1 
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これらの設計に係る記載事項には，設計の要求事項として明確にしている事項及びその

レビューに関する事項，設計の体制として組織内外の相互関係，設計・開発の各段階にお

けるレビュー等に関する事項並びに外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載す

る。 

 

(2) 工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画 

「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」として，設工

認申請時点で設置している設備，工事を継続又は完了している設備を含めた設工認対象

設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設計及び工事の計画における設計，工

事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関

係及び情報伝達含む）」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，工事及

び検査の各段階とそのレビュー」に，品質管理の方法について「3.4 工事に係る品質管

理の方法」及び「3.5 使用前事業者検査の方法」に，調達管理の方法について「3.6 設

工認における調達管理の方法」に，文書管理，識別管理及びトレーサビリティについて

「3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ」に，不適合管理の方法について「3.8 不適

合管理」に記載する。 

また，これらの工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等について具体的な計画を， 

様式－1を用いて「Ⅴ-1-10-2 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 原子炉本 

体」～「Ⅴ-1-10-16 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示 

す。 

工事及び検査に係る記載事項には，工事及び検査に係る要求事項として明確にする事

項及びそのレビューに関する事項，工事及び検査の体制として組織内外の相互関係（使用

前事業者検査の独立性，資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。），工事及び検

査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視，測定，妥当性確認及

び検査等に関する事項（記録，識別管理，トレーサビリティ等に関する事項を含む。）並

びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

 

(3) 設工認対象設備の施設管理 

設工認に基づく，技術基準規則等への適合性を確保するために必要となる設備（以下

「適合性確認対象設備」という。）は，設工認申請時点で設置している設備も含まれてい

るが，これらの設備は，必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されていることが不可

欠であり，その維持の管理の方法について「4. 適合性確認対象設備の施設管理」で記載

する。 

 

(4) 設工認で記載する設計，工事及び検査以外の品質保証活動 

設工認に必要な設計，工事及び検査は，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメント

システム体制の下で実施するため，上記以外の，責任と権限（保安規定品質マネジメント

システム計画「5. 経営者の責任」），原子力安全の重視（保安規定品質マネジメントシス

様式－1 
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テム計画「5.2 原子力安全の重視」），必要な要員の力量管理を含む資源の管理（保安規

定品質マネジメントシステム計画「6. 資源の運用管理」）及び不適合管理を含む評価及

び改善（保安規定品質マネジメントシステム計画「8. 評価及び改善」）については，保

安規定品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。 

      また，当社の品質保証活動は，健全な安全文化を育成及び維持するための活動と一体と

なった活動を実施している。 

      なお，設工認申請時点で設置している設備の中には，現在のような健全な安全文化を育

成及び維持するための活動を意識した活動となっていなかった時代に導入している設備

もあるが，それらの設備についても現在の健全な安全文化を育成及び維持するための活

動につながる様々な品質保証活動を行っている。（添付 1「建設当時からの品質マネジメ

ントシステム体制」の「別表 1」参照） 

 

3. 設計及び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメントシステム計

画として記載している品質マネジメントシステムに基づき実施する。 

以下に，設計，工事及び検査，調達等のプロセスを示す。 

 

3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む） 

     設工認に基づく設計，工事及び検査は，第 1図に示す本社組織及び発電所組織に係る体制で

実施する。 

   また，設計（「3.3 設計に係る品質管理の方法」），工事（「3.4 工事に係る品質管理の方法」），

検査（「3.5 使用前事業者検査の方法」）並びに調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」）

の各プロセスを主管する箇所を第 1表に示す。 

第 1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に関する設計，工事及び検査，

調達について，責任及び権限を持ち，各プロセスを主管する箇所に属するグループが実施する

設工認に係る活動を統括する。 

第１図に示す各主任技術者は，それぞれの職務に応じた監督を行うとともに，相互の職務に

ついて適宜情報提供を行い，意志疎通を図る。 

設計から工事への設計結果の伝達，当社から供給者への情報伝達等，組織内外又は組織間の

情報伝達について，設工認に従い確実に実施する。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

      設工認に基づく設計は，第 2図に示す設計を主管する箇所（以下「設計を主管する箇所」

という。）が実施する。 

なお，設工認に係る設計の対象は広範囲に及ぶため，原子力設備管理部長（総括責任者）

の責任の下に，設計に必要な資料（以下「設計資料」という。）の作成を行うため，第 2図

に示す工認プロジェクト体制を定めて設計に係る活動を実施する。 

工認プロジェクトの各チームが作成した設計資料については，これらを作成した各チー

ムにおいて，「3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」及び「3.3 

設計に係る体制 
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設計に係る品質管理の方法」に示すとおりの設計結果となっていることを審査し，第 2図

に示す設計を主管する箇所において承認する体制とする。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す設計の

段階ごとに様式－1を用いて「Ⅴ-1-10-2 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 

原子炉本体」～「Ⅴ-1-10-16 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策

所」に示す。 

 

3.1.2 工事及び検査に係る組織 

      設工認に基づく工事及び検査は，第 1表に示す工事を主管する箇所及び検査を担当する

箇所で実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す工事及

び検査の段階ごとに様式－1を用いて「Ⅴ-1-10-2 設工認に係る設計の実績，工事及び検

査の計画 原子炉本体」～「Ⅴ-1-10-16 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 緊

急時対策所」に示す。 

 

3.1.3 調達に係る組織 

 設工認に基づく調達は，第 1表に示す本社組織及び発電所組織の調達を主管する箇所で

実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す設計，

工事及び検査の段階ごとに様式－1「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（例）」

を用いて示す。

工事及び検査に係る体制 

様式－1 

様式－1 
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第 1 図 本社組織及び発電所組織に係る体制

【本 社】 

社 長 

原子力運営管理部長 

原子力設備管理部長 

原子燃料サイクル部長 

原子力人材育成センター長 

管理責任者 
（内部監査室長） 内部監査室長 柏崎刈羽原子力監査グループマネージャ 

管理責任者 
（原子力・立地本部長） 

原子力・立地本部長 原子力安全・統括部長 

原子力発電 
保安委員会 

原子力資材調達センター長 

＊

＊＊ 

第 2 図 設工認の各プロセスに

関する体制 

（工認プロジェクト各チーム） 

ユニット所長 
（1～4 号） 第一運転管理部長 当直長 

作業管理グループマネージャ 
発電（1・2 号）グループマネージャ 
発電（3・4 号）グループマネージャ 
運転評価グループマネージャ 
燃料グループマネージャ 

第一保全部長 保全総括グループマネージャ 
タービン（1・4 号）グループマネージャ 
タービン（2・3 号）グループマネージャ 

高経年化評価グループマネージャ 

原子炉（1・4 号）グループマネージャ 
原子炉（2・3 号）グループマネージャ 

電気機器（1・4 号）グループマネージャ 
電気機器（2・3 号）グループマネージャ 
計測制御（1・4 号）グループマネージャ 

システムエンジニアリンググループマネージャ 
計測制御（2・3 号）グループマネージャ 

土木（第二）グループマネージャ 
土木（第一）グループマネージャ 

建築（第一）グループマネージャ 
建築（第二）グループマネージャ 

当直長 
作業管理グループマネージャ 
発電グループマネージャ 
運転評価グループマネージャ 
燃料グループマネージャ 
保全総括グループマネージャ 

電気機器グループマネージャ 

環境施設プロジェクトグループマネージャ 

直営作業グループマネージャ 

環境施設グループマネージャ 
計測制御グループマネージャ 

原子炉グループマネージャ 
タービングループマネージャ 

システムエンジニアリンググループマネージャ 

電子通信グループマネージャ 

モバイル設備管理グループマネージャ 
コンフィグレーションマネジメントグループマネージャ 

モバイル設備管理グループマネージャ 
コンフィグレーションマネジメントグループマネージャ 

第二運転管理部長 

第二保全部長 

ユニット所長 
（5～7 号） 

【柏崎刈羽原子力発電所】 

品質保証グループマネージャ 
改善推進グループマネージャ 
原子炉安全グループマネージャ 
技術計画グループマネージャ 

防災安全グループマネージャ 
防護管理グループマネージャ 

労務人事グループマネージャ 
＊ 柏崎刈羽原子力発電所長 

資材グループマネージャ 
原子力発電 
保安運営委員会 

業務システムグループマネージャ 

原子炉主任技術者 ＊＊ 

ボイラー・タービン 
主任技術者 
電気主任技術者 

安全総括グループマネージャ 

放射線安全グループマネージャ 

総務部長 

安全総括部長 

所長付部長 

原子力安全 
センター長 

放射線管理グループマネージャ 

化学管理グループマネージャ 
環境グループマネージャ 

放射線安全部長 

防災安全部長 

土木（第三）グループマネージャ 
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設計（解析業務を含む） 

原子力設備管理部長（総括責任者） 

原子力耐震技術センター長  原子力 
運営管理部長  

建
築
耐
震
Ｇ
Ｍ 

地
震
Ｇ
Ｍ 

土
木
耐
震
Ｇ
Ｍ 

土
木
調
査
Ｇ
Ｍ 

機
器
耐
震
技
術
Ｇ
Ｍ 

安
全
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
Ｇ
Ｍ 

建
築
技
術
Ｇ
Ｍ 

土
木
技
術
Ｇ
Ｍ 

原
子
炉
安
全
技
術
Ｇ
Ｍ 

設
備
技
術
Ｇ
Ｍ 

燃
料
管
理
Ｇ
Ｍ 

放
射
線
管
理
Ｇ
Ｍ 

保
安
管
理
Ｇ
Ｍ
（
＊
４
） 

防
災
安
全
Ｇ
Ｍ 

品
質
・
安
全
評
価
Ｇ
Ｍ 

 

プロジェクトマネージャ（全体責任者） 

品
質
管
理
チ
ー
ム
管
理
者 

品
質
保
証
チ
ー
ム
管
理
者 

建
築
チ
ー
ム
管
理
者 

通
信
連
絡
設
備
チ
ー
ム
管
理
者 

放
射
線
管
理
チ
ー
ム
管
理
者 

中
央
制
御
室
チ
ー
ム
管
理
者 

自
然
現
象
チ
ー
ム
管
理
者 

火
災
防
護
チ
ー
ム
管
理
者 

津
波
・
溢
水
チ
ー
ム
管
理
者 

耐
震
チ
ー
ム
管
理
者 

電
源
設
備
チ
ー
ム
管
理
者 

計
測
制
御
チ
ー
ム
管
理
者 

原
子
炉
設
備
チ
ー
ム
管
理
者 

共
通
パ
ー
ト
チ
ー
ム
管
理
者 

ヒ
ア
リ
ン
グ
準
備
・
戦
略
チ
ー
ム
管
理
者 

 

工認プロジェクト 

注記＊1：「ＧＭ」は「グループマネージャ」をいう。 

＊2：検査の取りまとめを主管する箇所の長（発電所組織においては，安全総括ＧＭとする。） 

＊3：品質管理担当（発電所組織においては，安全総括ＧＭとする。） 
＊4：本社組織の保安規定の取りまとめを主管する箇所の長 
＊5：これ以外の箇所で行う契約においては，各ＧＭ 

工事及び検査 

左
記
「
設
計
」
の
組
織 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者 

発電所長 

 

電
気
主
任
技
術
者 

 

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者 

 

各
Ｇ
Ｍ
（
＊
２
）
（
＊
３
） 

 

調達 

左
記
「
設
計
」
の
組
織 

発
電
所
長 

各
Ｇ
Ｍ 

 

 

原
子
力
安
全
・
統
括
部
長 

発
電
所
長 

品
質
・
安
全
評
価
Ｇ
Ｍ 

品
質
保
証
Ｇ
Ｍ 

 

供給者に 
対する監査 契約 

原
子
力
資
材
調
達
セ
ン
タ
ー
長 

発
電
所
長 

各
Ｇ
Ｍ
（
＊
５
） 

資
材
Ｇ
Ｍ
（
＊
５
） 

 

管理責任者 

原子力・立地本部長 

 

（
＊
１
） 

原
子
力
安
全
・

統
括
部
長 

第 2図 設工認の各プロセスに関する体制 
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第 1表 各プロセスを主管する箇所 

プロセス 主管箇所 

3.3 設計に係る品質管理の方法 （本社） 

 原子力安全・統括部品質・安全評価グループ 

 原子力運営管理部防災安全グループ 

 原子力運営管理部放射線管理グループ 
 原子力運営管理部燃料管理グループ 

 原子力設備管理部設備技術グループ 

 原子力設備管理部原子炉安全技術グループ 

 原子力設備管理部土木技術グループ 

 原子力設備管理部建築技術グループ 

 原子力設備管理部安全強化プロジェクト管理グループ 

 原子力設備管理部機器耐震技術グループ 

 原子力設備管理部土木調査グループ 

 原子力設備管理部土木耐震グループ 

 原子力設備管理部地震グループ 

 原子力設備管理部建築耐震グループ 

3.4 工事に係る品質管理の方法 （本社） 

原子力設備管理部 

（発電所） 

 総務部 

 安全総括部 

 防災安全部 

 放射線安全部 

 第一運転管理部 

第二運転管理部 

第一保全部 

第二保全部 

3.5 使用前事業者検査の方法 

3.6 設工認における調達管理の方

法 

（本社） 

原子力安全・統括部 
原子力運営管理部 
原子力設備管理部 

（発電所） 

 総務部 

安全総括部 

 防災安全部 

放射線安全部 

第一運転管理部 

第二運転管理部 

第一保全部 

第二保全部 



 

8 

K
7
 
①
 
Ⅴ
-
1-
1
0-
1
 R
0 

3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設計及び工事のグレード分けは，原子炉施設の安全上の重要性に応じて，添付 2「当社

におけるグレード分けの考え方」に示すグレード分けの考え方を適用し，管理を実施する。 

ただし，設工認における設計は，新規制基準施行以前から設置している設備並びに工事

を継続又は完了している設備の設計実績等を用いた技術基準規則等への適合性を確保する

ために必要な設備の設計である。 

したがって，設工認の設計には，設計及び工事のグレード分けの考え方は適用せず，全

ての適合性確認対象設備を，「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示す設計を一律適用す

ることで管理する。 

なお，「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計 3）」以降の段階で新た

に設計及び工事を実施する場合は，設計及び工事のグレード分けの考え方を適用し，管理

を実施する。 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー 

      設工認における必要な設計，工事及び検査の流れは，設工認品質管理計画のとおりであ

る。 

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画

との関係を第 2表に示す。 

 

(1) 実用炉規則別表第二対象設備に対する管理 

適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第 3図に示す。 

設計，工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計，工事及び検査の

各段階において要求事項に対する適合性を確認した上で，次の段階に進める。 

また，設計，工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，第 2表に示す「保

安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対するレビュー

を実施する。設計の各段階におけるレビューは，保安規定品質マネジメントシステム計画

「7.3.4 設計・開発のレビュー」に基づき設計の結果が要求事項を満たせるかどうかを評

価し，問題を明確にし，必要な処置を提案する。 

適切な段階において第 2図に示された箇所で当該設備の設計に関する力量を有する専門

家を含めて設計の各段階におけるレビューを実施するとともに，「文書及び記録管理基本

マニュアル」に基づき記録を管理する。 

設計におけるレビューの対象となる段階を第 2表に「＊」で明確にする。 

なお，実用炉規則別表第二対象設備のうち，設工認申請（届出）が不要な工事を行う場

合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，

認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適

合していることを使用前事業者検査により確認する。 
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(2) 主要な耐圧部の溶接部に対する管理 

設工認のうち，主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は，「3.4 工事に係る品質管

理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」

に示す管理（第 2 表における「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計

3）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち，必要な事項を適用して検査を実

施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規

則に適合していることを使用前事業者検査により確認する。 
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第 2表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネ
ジメントシステム
計画の対応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管理の
方法 

7.3.1 
設計・開発の計画 

適合性を確保するために必要な
設計を実施するための計画 

3.3.1 
適合性確認対象設備に
対する要求事項の明確
化 

7.3.2 
設計・開発へのイ
ンプット 

設計に必要な技術基準規則等の
要求事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必要な
適合性確認対象設備の
選定 

技術基準規則等に対応するため
の設備・運用の抽出 

3.3.3(1)＊ 
基本設計方針の作成
（設計 1） 

7.3.3 
設計・開発からの
アウトプット 

要求事項を満足する基本設計方
針の作成 

3.3.3(2)＊ 

適合性確認対象設備の
各条文への適合性を確
保するための設計（設
計 2） 

7.3.3 
設計・開発からの
アウトプット 

適合性確認対象設備に必要な設
計の実施 

3.3.3(3) 
設計のアウトプットに
対する検証 

7.3.5 
設計・開発の検証 

技術基準規則への適合性を確保
するために必要な設計の妥当性
の確認 

3.3.4＊ 設計における変更 
7.3.7 
設計・開発の変更
管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1＊ 
設工認に基づく設備の
具体的な設計の実施
（設計 3） 

7.3.3 
設計・開発からの
アウトプット 
7.3.5 
設計・開発の検証 

設工認を実現するための具体的
な設計 

3.4.2 
設備の具体的な設計に
基づく工事の実施 

－ 
適合性確認対象設備の工事の実
施 

3.5.1 
使用前事業者検査での
確認事項 

－ 

適合性確認対象設備が，認可され
た設工認に記載された仕様及び
プロセスのとおりであること，技
術基準規則に適合していること 

3.5.2 
使用前事業者検査の計
画 

7.3.6 
設計・開発の妥当
性確認 

適合性確認対象設備が，認可され
た設工認に記載された仕様及び
プロセスのとおりであること，技
術基準規則に適合していること
を確認する計画と方法の決定 

3.5.3 検査計画の管理 － 
使用前事業者検査を実施する際
の工程管理 

3.5.4 
主要な耐圧部の溶接部
に係る使用前事業者検
査の管理 

－ 
主要な耐圧部の溶接部に係る使
用前事業者検査を実施する際の
工程管理 

3.5.5 
使用前事業者検査の実
施 

8.2.4 
検査及び試験 

認可された設工認に記載された
仕様及びプロセスのとおりであ
ること，技術基準規則に適合して
いることを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調達管
理の方法 

7.4 
調達 
8.2.4 
検査及び試験 

適合性確認に必要な継続中工事
及び追加工事の検査を含めた調
達管理 

注記＊：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」でいう，保安規定品質マネジメ

ントシステム計画の「7.3.4 設計・開発のレビュー」対応項目 
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第 3図 適合性確認に必要な作業と検査の繋がり 

1
1
 

各条文への適合性を確保するための設計 

注記＊：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

承認申請図書， 
決定図書 

設備図書（完成図書） 

（設計段階の適合性を 
  保証するための手段） 

工
事
段
階
の
適
合
性
確
認
に
用
い
る
記
録
と
そ
の
品
質 

（
過
去
に
作
成
さ
れ
た
記
録
の
品
質
を
含
む
） 

（工事段階の適合性を保証

するための記録の収集） 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

設備図書（完成図書） 

承認申請図書， 
決定図書 

試験・検査記録 
（定期事業者検査， 

自主検査， 
定期試験等） 

設
計
の
妥
当
性
を
示
す
記
録 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

業務報告書 

既設工認 

各条文の対応に必要な

適合性確認対象設備の

選定 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される 
条件の下における健全性に関する説明書 

強度に関する説明書 

添付書類 

設工認申請書 
工事計画本文・工事計画以外 

設工認品質管理計画 基本設計方針 要目表 

発電用原子炉設置変更許可申請書 

技術基準規則 設置許可基準規則 

実用炉規則  （第五条）             （第九条） 
要求事項 

基本設計方針の作成 

適合性確認対象設備の 
各条文への適合性を 
確保するための設計* 

設計及び工事に係る 
品質マネジメントシステムに関する

説明書 

設備別記載事項の設定根拠に 
関する説明書 

適合性を確認するために実施する 
検査方法の決定* 

使用前事業者検査 
 

（適合性確認対象設備が認可された

設工認に記載された仕様及びプロセ

スのとおりであること，技術基準規

則に適合していることを確認するた

め，「適合性を確認するために実施

する検査方法の決定」で決定した結

果に基づき行う検査） 

工事の方法 

設計結果に対する適合性確認 

○○施設 
基本設計方針 

 
 

技術基準条文 ○○条 

設備区分 系統名 機器区分 

技術基準条文 要求種別 ○○要求 

様式－2 関連条文 設備名称 
設工認設計結果 

（上：要目標／設計方針） 
（下：記録等） 

設備の具体的設計結果 
（上：設計結果） 
（下：記録等） 

確認方法 

   

□□条 

    【検査項目】 
 
 
【検査方法】 【記録等】 【記録等】 
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3.3 設計に係る品質管理の方法 

     設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保するための設

計を，「設計及び工事に係る品質管理の方法等について」に基づき，要求事項の明確化，適合

性確認対象設備の選定，基本設計方針の作成及び適合性を確保するための設計，設計のアウト

プットに対する検証の各段階を実施する。 

以下にそれぞれの活動内容を示す。 

 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

    設工認に必要な要求事項は，以下のとおりとする。 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則

（2013 年原子力規制委員会規則第 5 号）」（以下「設置許可基準規則」という。）に

適合しているとして許可された「柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉設置変更許可

申請書」（以下「設置変更許可申請書」という。） 

・設置許可基準規則 

・技術基準規則 

また，必要に応じて以下を参照する。 

・設置変更許可申請書の添付書類 

・設置許可基準規則の解釈 

・技術基準規則の解釈 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適合性を確

保するため，設置変更許可申請書に記載されている設備及び技術基準規則への対応に必要

な設備（運用を含む。）を，実際に使用する際の系統又は構成で必要となる設備を含めて，

適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。適合性確認対象設備を明確にするため，

設工認に関連する工事において追加・変更となる設備・運用のうち，設工認の対象となる

設備・運用を，要求事項への適合性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必

要となる設備・運用を考慮しつつ，過去の指針等＊と比較して追加又は変更された要求事項

を満足するために必要な設備又は運用を，第4図に示すフローに基づき抽出する。 

注記＊：「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」及び解説，並びに「発

電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」及び解釈 

 

   (1) 設計基準対象施設 

抽出した結果を様式－2(1/2)「設備リスト（設計基準対象施設）(例)」（以下「様式－

2（1/2）」という。）の該当する条文の「設備等」欄に整理するとともに，設備／運用，

既設／改造／新設，追加要求事項に対して必須の設備・運用の有無，実用炉規則別表第二

のうち要目表に該当の有無，既設工認での記載の有無，実用炉規則別表第二に関連する施

設・設備・機器区分，設置変更許可申請書添付書類八での主要設備記載の有無等を，様式

－2（1/2）の該当する各欄で明確にする。 

様式－2 
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(2) 重大事故等対処設備 

抽出した結果を様式－2(2/2) 「設備リスト（重大事故等対処設備）(例)」（以下「様式

－2（2/2）」という。）の該当する条文の「設備等」欄に整理するとともに，設置変更許

可申請書添付書類八での設備仕様記載の有無，系統機能等，設備種別（既設／改造／新設，

常設／可搬），設備／運用，詳細設計に関する事項及び実用炉規則別表第二に関連する施

設・設備・機器区分等を，様式－2（2/2）の該当する各欄で明確にする。 

 

  

様式－2 
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追加要求事項を満足するため
に必要な機能等か 

「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指

針」と「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備の基準に関する規則」の比較（安全審査指針

－設置許可基準規則比較） 

設置変更許可申請書 

 
「発電用原子力設備に関す

る技術基準を定める省令

（1965 年通商産業省令第 62

号）」と「実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準

に関する規則」の比較（新旧

技術基準規則比較） 

実用発電用原子炉      

及びその附属施設 

追加要求事項 

相違点の抽出 相違点の抽出 

はい 

いいえ 

適合性確認対象設備 
自主設置設備等 

（施設管理等により自主的に管理する設備） 

  

 
「実用発電用原子炉及びその
附属施設の位置，構造及び設備
の基準に関する規則」と「実用
発電用原子炉及びその附属施
設の技術基準に関する規則」の
比較（設置許可基準規則－技術
基準規則比較） 

第 4 図 適合性確認対象設備の抽出について 

様式－2 
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3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

      設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保す

るための設計を以下のとおり実施する。 

・「設計1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に，

必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

・「設計2」として，「設計1」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を

実施する。 

・「設計1」及び「設計2」の結果を用いて，設工認に必要な書類等を作成する。 

・「設計のアウトプットに対する検証」として，「設計1」及び「設計2」の結果につい

て，検証を実施する。 

また，これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。 

 

(1) 基本設計方針の作成（設計1） 

設計を主管する箇所の長は，様式－2(1/2)，様式－2(2/2)で整理した適合性確認対象設

備に対する詳細設計を「設計2」で実施するに先立ち，技術基準規則等の適合性確認対象

設備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，以下により，適合性確認

対象設備ごとに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに，技術基準規則の

条文ごとに，各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作

成する。 

 

a. 適合性確認対象設備と適用条文の整理 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に必要な設

計を確実に実施するため，以下により，適合性確認対象設備ごとに適用される技術基準

規則の条文を明確にする。 

 

(a) 技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし，明確にした結果とその理由

を，様式－3「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方(例)」（以

下「様式－3」という。）の「適用要否判断」欄及び「理由」欄に取りまとめる。 

 

(b)  様式－3に取りまとめた結果を，様式－4（1/2）「施設と条文の対比一覧表（設計

基準対象施設）(例)」（以下「様式－4（1/2）」という。），様式－4（2/2）「施設

と条文の対比一覧表（重大事故等対処設備）(例)」（以下「様式－4（2/2）」とい

う。）の該当箇所の星取りにて取りまとめることにより，施設ごとに適用される技術

基準規則の条文を明確にする。 

 

(c)  様式－2(1/2)，様式－2(2/2)で明確にした適合性確認対象設備を，実用炉規則別表

第二の施設区分ごとに，様式－5－1（1/2）「技術基準規則と設工認書類との関連性

を示す星取表（設計基準対象施設）（例）」（以下「様式－5－1（1/2）」とい

う。），様式－5－1（2/2）「技術基準規則と設工認書類との関連性を示す星取表

様式－3 

様式－4 

様式－5－1， 

様式－5－2 
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（重大事故等対処設備）（例）」（以下「様式－5－1（2/2）」という。）及び様式

－5－2「設工認添付書類星取表（例）」（以下「様式－5－2」という。）で機器とし

て整理する。 

   また，様式－4（1/2），様式－4（2/2）で取りまとめた結果を用いて，施設ごと

に適用される技術基準規則の条項号を明確にし，技術基準規則の各条文と設工認との

関連性を含めて様式－5－1（1/2），様式－5－1（2/2）で整理する。 

 

b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成 

設計を主管する箇所の長は，以下により，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必

要な要求事項を具体化し，漏れなく適用していくための基本設計方針を技術基準規則の

条文ごとに作成する。 

なお，基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付3「技術基準規則ごと

の基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

 

(a) 様式－7「要求事項との対比表（例）」（以下「様式－7」という。）に，基本設計

方針の作成に必要な情報として，技術基準規則の各条文及びその解釈，並びに関係す

る設置変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されている内容を原文のまま引用

し，その内容を確認しながら，設計すべき項目を基本設計方針として漏れなく作成す

る。 

 

(b) 基本設計方針の作成にあわせて，基本設計方針として記載する事項及びそれらの技

術基準規則への適合性の考え方（理由），基本設計方針として記載しない場合の考え

方，並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき実用炉規則別表第二に示された

添付書類との関係を明確にし，それらを様式－6「各条文の設計の考え方（例）」

（以下「様式－6」という。）に取りまとめる。 

 

(c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－7及び基本設計方

針作成時の考え方を整理した様式－6，並びに「3.3.3(1)a.(b)」で作成した各施設

に適用される技術基準規則の条文を明確にした様式－4（1/2），様式－4（2/2）を

用いて，施設ごとの基本設計方針を作成する。 

 

(d) 作成した基本設計方針を基に，抽出した適合性確認対象設備に対する耐震重要度

分類，機器クラス，兼用する際の登録の考え方及び当該適合性確認対象設備に必要

な設工認書類との関連性を様式－5－2で明確にする。 

 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2） 

設計を主管する箇所の長は，様式－2(1/2)，様式－2(2/2)で整理した適合性確認対象設

備に対し，今回新たに設計が必要な基本設計方針への適合性を確保するための詳細設計

を，「設計1」の結果を用いて実施する。 

様式－5－1， 

様式－5－2 

様式－7 

様式－6 

施設ごとの 

基本設計方針 

様式－5－2 
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a. 基本設計方針の整理 

設計を主管する箇所の長は，基本設計方針（「3.3.3(1)b. 技術基準規則条文ごとの

基本設計方針の作成」参照）に基づく設計の実施に先立ち，基本設計方針に従った設計

を漏れなく実施するため，基本設計方針の内容を以下の流れで分類し，技術基準規則へ

の適合性の確保が必要な要求事項を整理する。 

 

(a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理する。 

 

(b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。 

 

(c) 抽出したキーワードを基に要求事項を第3表に示す要求種別に分類する。 

 

(d) 分類した結果を，設計項目となるまとまりごとに，様式－8「基準適合性を確保する

ための設計結果と適合性確認状況一覧表 (例)」（以下「様式－8」という。）の「基

本設計方針」欄に整理する。 

 

(e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を，様式－8の該当する基本設計方針に

網掛けすることにより区別し，設計が必要な要求事項に変更があった条文に対応した

基本設計方針を明確にする。 

・定義（基本設計方針で使用されている用語の説明） 

・冒頭宣言（設計項目となるまとまりごとの概要を示し，冒頭宣言以降の基本設計

方針で具体的な設計項目が示されているもの） 

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針（既設設備のうち，過

去に当該要求事項に対応するための設計が行われており，様式－4（1/2），様式

－4（2/2）及び様式－5－1（1/2），様式－5－1（2/2）で従来の技術基準規則か

ら変更がないとした条文に対応した基本設計方針） 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針（当該適合性確認対象設備に適

用されず，設計が不要となる基本設計方針） 

 

  

様式－8 
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第3表 要求種別ごとの適合性の確保に必要となる主な設計事項と 

その妥当性を示すための記録との関係 

要求種別 主な設計事項 
設計方針の妥当性を

示す記録 

設備 
設計 

要求 

設置

要求 

必要となる機能・性能を

有する設備の選定 

設置変更許可申請書に

記載した機能を持つた

めに必要な設備の選定 

配置設計 

・設計資料 
・設備図書（図面，構

造図，仕様書） 
等 

系統 

構成 

目的とする機能・性能を

実際に発揮させるために

必要な具体的な系統構

成・設備構成 

設置変更許可申請書の

記載を基にした，実際

に使用する系統構成・

設備構成の決定 

・設計資料 

・有効性評価結果 

 （設置変更許可申

請書での安全解析

の結果を含む） 

・系統図 

・設備図書（図面，構

造図，仕様書） 

等 

機能 

要求 

目的とする機能・性能を

実際に発揮させるために

必要な設備の具体的な仕

様 

仕様設計 

構造設計 

強度設計（クラスに応

じて） 

耐震設計（クラスに応

じて） 

耐環境設計 

配置設計 

・設計資料 

・設備図書（図面，構

造図，仕様書） 

・インターロック線

図 

・算出根拠（計算式

等） 

・カタログ   

等 

評価 

要求 

対象設備が目的とする機

能・性能を持つことを示

すための方法とそれに基

づく評価 

仕様決定のための解析 

条件設定のための解析 

実証試験 

技術基準規則に適合し

ていることを確認する

ための解析 

・設計資料 

・解析計画 

（解析方針） 

・業務報告書 

（解析結果） 

・手計算結果  

等 

運用 運用要求 

保安規定で定める必要が

ある運用方法とそれに基

づく計画 

維持又は運用のための

計画の作成 
－ 

 

  

様式－8，設計資料 
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b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（対象設備の仕様の決

定含む） 

        設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を技術基準規則に適合したものとす

るために，以下により，必要な詳細設計を実施する。 

また，具体的な設計の流れを第5図に示す。 

 

(a) 第3表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について，「3.7.1 文

書及び記録の管理」で管理されている設備図書や「3.6 設工認における調達管理の方

法」に従った調達からの業務報告書等の記録をインプットとして，基本設計方針に対

し，必要な詳細設計の方針（要求機能，性能目標，防護方針等を含む。）を定め，適

合性確認対象設備が，技術基準規則等の設計要求事項への適合性を確保するための詳

細設計を実施する。 

なお，以前から設置している設備及び既に工事を着手し，設工認申請時点で設置が

完了している設備については，それらの設備が定めた詳細設計の方針を満たす機能・

性能を有していることを確認した上で，設工認申請に必要な設備の仕様等を決定する。 

       

(b) 様式－6で明確にした，詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を実施する

とともに，以下に該当する場合は，その内容に従った詳細設計を実施する。 

 

イ. 評価を行う場合 

詳細設計として評価（解析を含む。）を実施する場合は，基本設計方針を基に詳

細な評価方針及び評価方法を定めた上で，評価を実施する。 

また，評価の実施において，解析を行う場合は，「3.3.3(2)c. 詳細設計の品質

を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保する。 

 

ロ. 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合 

複数の機能（施設間を含む。）を兼用する設備の設計を行う場合は，兼用するす

べての機能を踏まえた設計を確実に実施するため，組織間の情報伝達を確実に実施

し，兼用する機能ごとの系統構成を把握し，兼用する機能を集約した上で，兼用す

るすべての機能を満たすよう設計を実施する。 

 

ハ. 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合 

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は，設計が確実に行われるよう

にするために，組織間の情報伝達を確実に実施し，設計をまとめて実施する側で複

数の対象を考慮した設計を実施したのち，設計を委ねた側においても，その設計結

果を確認する。 

 

ニ. 他号機と共用する設備の設計を行う場合 

設計資料 

様式－1 

様式－8 
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様式－2(1/2)，様式－2(2/2)を基に他号機と共用する設備の設計を行う場合は，

設計が確実に行われるようにするため，組織間の情報伝達を確実に実施し，号機ご

との設計範囲を明確にし，必要な設計が確実に行われるよう管理する。 

       

上記のイ.～ニ.の場合において，設計の妥当性を検証し，詳細設計方針を満たすこ

とを確認するために試験・検査を実施しなければならない場合は，条件及び方法を定

めた上で実施する。 

また，これらの設計として実施したプロセスを様式－1を用いて「Ⅴ-1-10-2 設工

認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 原子炉本体」～「Ⅴ-1-10-16 設工認に係

る設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示すとともに，設計結果を，

様式－8の「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄に整理する。 

 

(c) 第3表に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針については，

本社組織の保安規定の取りまとめを主管する箇所の長にて，保安規定に必要な対応を

取りまとめる。 

 

 

 

設計資料 

様式－1 

様式－8 
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機能単位の系統図 
   ○○施設        △△施設 

 

 

 

インプット（機器ごとに設計するために必要な資料を使用） 当社 供給者 アウトプット（機器ごとに設工認申請書に必要な資料を作成） 

    

    

1.調達管理の実施（供給者が設計する場合のみ） 
   

2.設備仕様に関する設計 

 
   

3.機器の構造に関する設計 
   

4.業務報告書の作成（供給者が設計する場合のみ） 
   

5.設定根拠の作成 
   

6.機器の配置に関する設計 
   

機能単位の系統図 
   ○○施設        △△施設 

様式－2(1/2)～(2/2) 

様式－5－1(1/2)～(2/2) 

設定根拠（仕様） 

設備仕様（要目表） 

構造図又は配管図 

設定根拠（概要） 

設定根拠（仕様）又は業務報告書 

設備図書 

業務報告書の作成 

機器構造の設計 

③兼用するそれぞれの機能を満たす仕様を機器

が有することを確認 

配置設計の実施 

設備図書等 

設定根拠（概要） 

2
1
 

（機能ごとの主な系統構成と対象機器） 

（機能ごとの主な系統構成と対象機器） 

基本設計方針 

設置(変更)許可 ・・・ 

（条文ごとの必要な機能と対象機器） 

様式－2(1/2)～(2/2) 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 機能単位の 

系統図 

（兼用する施設・設備区分） 

（条文ごとの必要な機能と対象機器） 

（機器ごとの関連する条文） 

①機器が兼用する施設・設備区分を把握 

設定根拠（概要） 

調達管理により，機器の設計を要求 

機能単位の 
系統図 機能単位の 

系統図 

機能単位の 
系統図 
機能単位の 

系統図 
②兼用する機能及び仕様を使用条件ごとに整理 

①兼用する機器ごとに系統構成を系統図で明確

にしたうえで，機器の仕様に関する設計を実施 

設備仕様（要目表） 

設定根拠（仕様） 

構造図又は配管図 

設備仕様（要目表） 

設定根拠（仕様） 

業務報告書の確認 業務報告書 

設定根拠 設定根拠の作成 

配置図 

系
統
構
成
の
明
確
化 

兼
用
す
る
機
能
の
確
認 

第 5図 主要な設備の設計 

機
器
の
仕
様
等
に
関
す
る
設
計 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 
機能単位の 

系統図 

機器ごとの系統構成を明確化 

様式－5－2 

②機器が施設・設備区分ごとに兼用する

機能を確認 

・・・ 

設計資料 
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c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

      設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達

による解析」及び「手計算による自社解析」について，以下の活動を実施し，品質を確

保する。 

 

(a) 調達による解析の管理 

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は，解析結果の品質を確保す

るため，設工認品質管理計画に基づく品質保証活動を行う上で，特に以下の点に配慮

した活動を実施し，品質を確保する。 

 

イ. 調達による解析 

調達により解析を実施する場合は，解析の品質を確保するために，供給者に対し，

「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン（2014

年3月改定，一般社団法人原子力安全推進協会）」を反映した以下に示す管理を確実

にするための品質マネジメントシステム体制の構築等に関する調達要求事項を仕様

書により要求し，それに従った品質マネジメントシステム体制の下で解析を実施さ

せるよう「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達管理を実施する。 

なお，解析の調達管理に関する具体的な流れを添付4「設工認における解析管理に

ついて」の「別図1」に示す。 

 

(イ) 解析業務を実施するにあたり，あらかじめ解析業務の計画を策定し，解析業務

の計画書により文書化する。 

          なお，解析業務の計画書には，以下に示す事項の計画を明確にする。 

         ・実施目的 

         ・内容（実施方法） 

         ・体制 

         ・時期 

 

(ロ) 解析業務に係る必要な力量を確保するとともに，従事する要員（原解析者・検

証者）は必要な力量を有した者とする。 

 

ロ. 計算機プログラム（解析コード）の管理 

         計算機プログラムは，評価目的に応じた解析結果を保証するための重要な役割を

持っていることから，使用実績や使用目的に応じ，計算機プログラムが適正なもの

であることを以下のような方法により検証し，使用する。  

        ・実機運転データとの比較 

・大型実験／ベンチマーク試験結果との比較 

・他の計算機プログラムによる計算結果との比較 

・簡易モデル（サンプル計算例），標準問題を用いた解析結果との比較 等 
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ハ. 解析業務で用いる入力情報の伝達について 

         当社及び供給者は，それぞれの品質マネジメントシステムに基づき文書及び記録

の管理を実施していることから，設工認に必要な解析業務のうち，設備又は土木建

築構造物を設置した供給者と同一の供給者が主体となって解析を実施する場合は，

解析を実施する供給者が所有する図面とそれを基に作成され納入されている当社所

有の設備図書で，同じ最新性を確保する。 
また，設備を設置した供給者以外の供給者にて解析を実施する場合は，当社で管

理している図面を供給者に提供することで，供給者に最新性が確保された図面で解

析を実施させる。 
 

ニ. 入力根拠の作成 

供給者に，解析業務計画書等に基づき解析ごとの入力根拠を明確にした入力根拠

書を作成させ，計算機プログラムへの入力間違いがないか確認させることで，入力

根拠の妥当性及び入力データが正しく入力されたことの品質を確保する。 

 

(b) 手計算による自社解析 

        自社で実施する解析（手計算）は，評価を実施するために必要な計算方法及び入力

データを明確にした上で，当該業務の力量を持つ要員が実施する。 

また，実施した解析結果に間違いがないようにするために，入力根拠，入力値及び

解析結果について，解析を実施した者以外が確認を実施し，解析結果の信頼性を確保

する。 

 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

工認プロジェクトの品質保証チーム管理者は，「3.3.3 設工認における設計及び設計の

アウトプットに対する検証」の「設計1」及び「設計2」に基づき作成した設計資料につい

て，これが設計のインプット（「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」

及び「3.3.2  各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求

事項に対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，原設計者以

外の者に実施させる。 

 

(4) 設工認申請書の作成 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を第6図及び第7図のフローに基づき分

類し，その結果を様式－2(1/2)，様式－2(2/2)に取りまとめるとともに，設工認の設計と

して実施した「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計1）」及び「3.3.3(2) 適合性確認対

象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」からのアウトプットを基に，

「工事計画認可申請書における本文及び添付書類の作成要領について」に従って，設工認

に必要な書類等を以下のとおり取りまとめる。 
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a. 要目表の作成 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を

確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料を基に，実用炉規則別

表第二の「設備別記載事項」の要求に従って，必要な事項（種類，主要寸法，材料，個

数等）を設備ごとに表（要目表）又は図面等に取りまとめる。  

 

b. 施設ごとの「基本設計方針」及び「適用基準及び適用規格」の作成 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(1)b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作

成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基に，実用炉規則別表第二に示された発電用

原子炉施設の施設ごとの基本設計方針としてまとめ直すことにより，設工認として必要

な基本設計方針を作成する。 

また，技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規格及び基

準を，「適用基準及び適用規格」として取りまとめる。 
 

c. 工事の方法の作成 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備等が，期待される機能を確実に発揮

することを示すため，当該工事の手順並びに使用前事業者検査の項目及び方法を記載す

るとともに，工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対する悪影響防

止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」として取りまとめる。 

 

d. 各添付書類の作成 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3(2)  適合性確認対象設備の各条文への適合性を

確保するための設計（設計2）」の設計結果，図面等の設計資料及び基本設計方針に対し

て詳細な設計結果や設計の妥当性に関する説明が必要な事項を取りまとめた様式－6及

び様式－7を用いて設工認と実用炉規則別表第二の関係を整理した様式－5－2を基に添

付書類を作成する。 

なお，実用炉規則別表第二に示された添付書類において，解析コードを使用している

場合には，添付書類の別紙として「計算機プログラム（解析コード）の概要」を作成す

る。 

 

e. 設工認申請書案のチェック  

工認プロジェクトのプロジェクトマネージャは，作成した設工認申請書案について，

「工事計画認可申請書本文及び添付書類作成・確認要領」に基づき，以下の要領で本社

及び発電所の関係箇所のチェックを受ける。 

 

(a) 本社及び発電所の関係箇所でのチェック分担を明確にしてチェックする。 

 

(b) 本社及び発電所の関係箇所からチェック結果として，コメントが付されている場合

は，その反映要否を検討し，必要に応じ資料を修正した上で，再度チェックする。 
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(c) 必要に応じこれらを繰り返し，設工認申請書案のチェックを完了する。 

 

(5) 設工認申請書の承認 

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4)e. 設工認申請書案の

チェック」を実施した設工認申請書案について，工認プロジェクトのプロジェクトマネー

ジャは，設計を主管する箇所の長が作成した資料を取りまとめ，原子力発電保安運営委員

会へ付議し，審議及び確認を得る。原子力発電保安運営委員会での審議，確認が終了した

後，原子力発電保安委員会に付議し，審議及び確認を得る。 

原子力発電保安委員会の審議及び確認を得た設工認申請書について，原子力設備管理部

長の承認を得る。 
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第6図 適合性確認対象設備の設工認に記載する箇所の選定（設計基準対象施設） 

適合性確認対象 
（技術基準規則等への適合に必要な設備又は運用） 

【設計基準対象施設】 

実用炉規則別表第
二の記載要求事項
のうち，要目表に
該当する設備か 

 

認可済み又は届
出済みの設工認
に記載されてい
る設備か 
 

(a) 要目表，基本設計方針，添付書類等 
一式 

(b) 要目表，基本設計方針，添付書類 
（要目表の適正化（記載項目の追加

等）を含む。） 
 

(c) 基本設計方針，添付書類 

いいえ 

はい 

いいえ 
（未設工認） 

はい 
（既設工認） 

様式－2 
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第7図 適合性確認対象設備の設工認に記載する箇所の選定（重大事故等対処設備） 

使用目的に変更はあるか 
又は 

使用条件に変更はあるか 
又は 

機器クラスアップがあるか 

適合性確認対象 
（技術基準規則等への適合に必要な設備又は運用） 

【重大事故等対処設備】 

実用炉規則別表第二の 
記載要求事項のうち， 

要目表に該当する設備か 

はい 

いいえ 

認可済み又は届出
済みの設備か 

はい 

いいえ 

【既存 DB 設備で SA 対応する設備】 

設工認対象分類④ 

・基本設計方針 

・関連添付書類 

設工認対象分類① 設工認対象分類② 設工認対象分類③ 

いずれかがはい 

すべていいえ 

・要目表 
・基本設計方針 
・関連添付書類（変更箇所 
 に関係する添付書類） 

・要目表 
・基本設計方針 
・関連添付書類 

・要目表 
・基本設計方針 
・関連添付書類（既に認可された 
設工認で添付されていないもの） 
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3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場合，「3.3.1 適

合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3 設工認における設計及び設計の

アウトプットに対する検証」の各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計

を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計3）及び，その

結果を反映した設備を導入するために必要な工事を，「3.6 設工認における調達管理の方法」

を適用して実施する。 

    

3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計3） 

設工認において，工事を主管する箇所の長は，工事段階において，以下のいずれかの方

法で，設工認を実現するための設備の具体的な設計（設計3）を実施し，決定した具体的な

設計結果を様式－8の「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

また，新規制基準施行以前から設置している設備及び既に工事を着手し設置を終えてい

る設備について，既に実施された具体的な設計の結果が設工認に適合していることを確認

し，様式－8の「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

(1) 自社で設計する場合 

工事を主管する箇所の長は，「設計 3」を実施し，適合性確認対象設備の各条文への適

合性を確保するための設計（設計 2）との照合を行う。 

また，詳細設計の検証を行う。 

設計の妥当性確認については「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で策定する使用前事業

者検査にて行う。 

 

(2) 「設計3」を本社組織の工事を主管する箇所の長が調達し発電所組織の工事を主管する

箇所の長が調達管理として「設計3」を管理する場合 

本社組織の工事を主管する箇所の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従っ

た調達により「設計 3」を実施する。 

また，発電所組織の工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設

計 3」の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理す

る。 

 

(3) 「設計3」を発電所組織の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設計

3」を管理する場合 

発電所組織の工事を主管する箇所の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従

った調達により「設計 3」を実施する。 
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また，発電所組織の工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設

計 3」の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理す

る。 

 

 (4) 「設計3」を本社組織の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設計

3」を管理する場合 

本社組織の工事を主管する箇所の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従っ

た調達により「設計 3」を実施する。 

また，本社組織の工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計

3」の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理する。 

 

3.4.2 設備の具体的な設計に基づく工事の実施 

     工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工事の方

法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施す

る。 

ただし，設工認に基づき設置する設備のうち，新規制基準施行以前から設置している設

備及び既に工事を着手し工事を継続している設備又は着手し設置を終えている設備につい

ては，以下のとおり取り扱う。 

 

(1) 新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，新規制基準施行以前から設置し設工認に基

づく設備としての工事が完了している適合性確認対象設備については，「3.5.2 使用前事

業者検査の計画」から実施する。 

 

(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して調達製品

の検証段階の適合性確認対象設備については，「3.5.2 使用前事業者検査の計画」から実

施する。 

 

(3)  既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合

性確認対象設備については，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い，着手時点の

グレードに応じた工事を継続して実施するとともに，「3.5.2 使用前事業者検査の計画」

から実施する。 

なお，この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は，「3.6 設工認における調達

管理の方法」に従った調達製品の検証の中で，使用前事業者検査を含めて実施する。 
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3.5 使用前事業者検査の方法 

検査の取りまとめを主管する箇所の長は，工事を主管する箇所の長の依頼を受け，工事を主

管する箇所から独立した箇所の長を，検査を担当する箇所の長として指名する。 

工事を主管する箇所の長は，保安規定に基づく使用前事業者検査の計画を策定する。 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，「検査及

び試験基本マニュアル」に従い，工事を主管する箇所からの独立性を確保した検査体制の下，

使用前事業者検査を実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査では，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するために，以

下の項目について検査を実施する。 

① 実設備の仕様の適合性確認 

② 実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく設備の具体的な設計の実施（設計 3）」

及び「3.4.2 設備の具体的な設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに

「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を第 4表に示す検査として，②を品質マネジメントシステムに

係る検査（以下「QA 検査」という。）として実施する。 

②については工事全般に対して実施するものであるが，工事を主管する箇所が「3.5.4 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は，工事を主管す

る箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査

に追加する。 

また，QA 検査では上記②に加え，上記①のうち工事を主管する箇所（供給者を含む。）

が実施する検査（工事を主管する箇所が採取した記録・ミルシートや検査における自動計

測等。）の信頼性の確認（記録確認検査や抜取検査の信頼性確保）を行い，設工認に基づ

く検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

        工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，技

術基準規則に適合するよう実施した設計結果を示した様式－8 の「設工認設計結果（要目

表／設計方針）」欄ごとに設計の妥当性確認を含む使用前事業者検査を計画する。 

     ただし，主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査については，「検査及び試験基

本マニュアル」に従い計画する。 

なお，使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び

方法並びに第 3表の要求種別ごとに第 4表に示す確認項目，確認視点及び主な検査項目を

基に計画を策定する。 
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また，適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備につい

ても，使用前事業者検査を計画する。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしていないことを

総合的に確認するため，特定の条文・様式－8「基準適合性を確保するための設計結果と適

合性確認状況一覧表（例）」に示された「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄によ

らず，定格熱出力一定運転時の主要パラメータを確認することによる使用前事業者検査（負

荷検査）の計画を必要に応じて策定する。 
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第 4表 要求種別に対する確認項目及び確認視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設

備 

設計 

要求 

設置 

要求 

名称，取付箇

所，個数，設

置状態，保管

状態 

設計要求のとおりの

名称，取付箇所，個数

で設置されているこ

とを確認する。 

・据付検査 

・状態確認検査 

・外観検査 

技術基準規則の

要求事項に対

し，適合してい

ることを確認す

るための検査方

法を整理し，様

式－8 にまとめ

る。 

（検査概要につ

いては，「3.5.5 

使用前事業者検

査の実施」参照） 

系統 

構成 

系統構成，

系統隔離，

可搬設備の

接続性 

実際に使用できる系

統構成になっている

ことを確認する。 
・機能・性能検査 

機能 

要求 

容量，揚程

等の仕様

（要目表） 

要目表の記載のとお

りであることを確認

する。 

・材料検査 

・寸法検査 

・建物・構築物構造

検査 

・外観検査 

・据付検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・機能・性能検査 

・特性検査 

・状態確認検査 

上記以外の

所要の機能

要求事項 

目的とする機能・性能

が発揮できることを

確認する。 

評価 

要求 

評価のインプ

ット条件等の

要求事項 

評価条件を満足して

いることを確認する。 
・状態確認検査 

評価結果を設

計条件とする

要求事項 

内容に応じて，設置要

求，系統構成，機能要

求として確認する。 

・内容に応じて，設

置要求，系統構

成，機能要求の検

査を適用 

運

用 
運用要求 手順確認 

（保安規定） 

手順化されているこ

とを確認する。 

・状態確認検査 
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 (1) 使用前事業者検査の方法の決定 

      工事を主管する箇所の長は，使用前事業者検査の実施に先立ち，「工事の方法」に記載

された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第 3表の要求種別ごとに定めた第 4表に示

す確認項目，確認視点及び主な検査項目の考え方を使って，確認項目ごとの設計結果に関

する具体的な検査概要を以下の手順により使用前事業者検査の方法として明確にする。 

なお，第 4表の主な検査項目ごとの検査概要及び判定基準の考え方を第 5表に示す。  

 

a. 様式－8の「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄及び「設備の具体的設計結

果」欄に記載された内容と該当する要求種別を基に，検査項目を決定する。 

 

b. 決定された検査項目より，第5表に示す「検査項目，検査概要及び判定基準の考え方

について（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法を決定する。 

 

c. 決定した各設備に対する検査方法は，様式－8の「確認方法」欄に取りまとめる。 

なお，「確認方法」欄では，以下の内容を明確にする。 

        ・検査項目 

        ・検査方法 
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第5表 検査項目，検査概要及び判定基準の考え方について（代表例） 

検査項目 検査概要 判定基準の考え方 

材料検査 
・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること，また関係規格＊1，＊2等に適合することを，記録

又は目視により確認する。 

・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること，また関係規格等に適合す

ること。 

寸法検査 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であることを，記録又は目視により確認する。 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内にあること。 

外観検査 ・有害な欠陥のないことを記録又は目視により確認する。 ・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 

据付検査 

（組立て及び据付け状態を

確認する検査） 

・常設設備の組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認に記載のとおりであることを，記録又は目視

により確認する。 
・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

耐圧検査 
・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のないことを，記録又

は目視により確認する。 
・検査圧力に耐え，異常のないこと。 

漏えい検査 
・耐圧検査終了後，技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を，記録又は目視により確

認する。 
・検査圧力により著しい漏えいのないこと。 

建物・構築物構造検査 
・建物・構築物が設工認に記載のとおり製作され，組み立てられていること，また関係規格＊1，＊2等に適合

することを，記録又は目視により確認する。 

・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内にあること，また関係規格等に 

適合すること。 

機能・性能検査 

特性検査 

・系統構成確認検査＊3 

実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能なことを，記録又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 

・可搬型設備等の接続が可能なこと。 

・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査 

 設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い，

機器単体又は系統の機能・性能を，記録又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。  

・目的とする機能・性能が発揮できること。 

・絶縁耐力検査 

 電気設備と大地との間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有することを，記録（工

場での試験記録等を含む）又は目視により確認する。 
・目的とする絶縁性能を有すること。 

・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査 

 電気設備又は計測制御設備について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確認等を行い，設備

の機能・性能又は特性を，記録又は目視により確認する。 
・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。 

・外観検査 

 建物，構築物，非常用電源設備等の完成状態を，記録又は目視により確認する。 

・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 

・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

・計測範囲確認検査，設定値確認検査 

 計測制御設備の計測範囲又は設定値を，記録（工場での校正記録等を含む）又は目視により確認する。 
・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。 

状態確認検査＊4 

・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が，設工認に記載のとおりであ

ることを，記録又は目視により確認する。 
・機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が適切であること。 

・評価要求に対するインプット条件（耐震サポート等）との整合性確認を，記録又は目視により確認する。 ・評価条件を満足していること。 

・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。 ・運用された手順が整備され，利用できること。 

基本設計方針に係る検査＊5 
・機器等が設工認に記載された工事の方法及び基本設計方針に従って据付けられ，機能及び性能を有して

いることを確認する。 

・機器等が設工認に記載された工事の方法及び基本設計方針に従って据付けられ，機

能及び性能を有していること。 

品質マネジメントシステム

に係る検査 

・事業者が設工認に記載された品質マネジメントシステムに従って，設計情報を工事に引継ぎ，工事の実

施体制が確保されていることを確認する。 

・事業者が設工認に記載された品質マネジメントシステムに従って，設計情報を工事

に引継ぎ，工事の実施体制が確保されていること。 

注記＊1：消防法及びＪＩＳ 

＊2：設計の際に採用した適用基準又は適用規格 

＊3：通水検査を分割して検査を実施する等，使用時の系統での通水ができない場合に実施（通水検査と同系統である場合には，検査時に系統構成を確認するため不要） 

＊4：検査対象機器の動作確認は，機能・性能検査を主とするが，技術基準規則 54 条の検査として，適用可能な手順を用いて動作できることの確認を行う場合は，その操作が可能な構造である 

ことを状態確認検査で確認する。 

＊5：基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。 

3
4
 

様式－8 
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3.5.3 検査計画の管理 

検査の取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実施するた

め，関係箇所と調整の上，発電所全体の主要工程を踏まえた使用前事業者検査工程表を作

成し，使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理す

る。  

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

検査を担当する箇所の長は，溶接が特殊工程であることを踏まえ，工程管理等の計画を

策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，溶接施

工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含め，業務の実施

に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ，それを審査，承認し，必要な管理を実

施する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，「検査及び試験基本マニュアル」に準じて，検査要領書の作成，

検査体制を確立して実施する。 

 

(1) 使用前事業者検査に係る要員の力量確保及び教育・訓練 

使用前事業者検査に従事する者は，あらかじめ教育・訓練を受講し，検査に必要な力量

を有する者とする。 

 

(2) 使用前事業者検査の独立性確保 

検査の取りまとめを主管する箇所の長は，工事を主管する箇所と組織的に独立した箇

所に検査の実施を依頼する。 

 

 (3) 使用前事業者検査の体制 

検査を担当する箇所の長は，検査要領書で明確にする使用前事業者検査の体制を，第 8

図に示す当該検査における力量を有する者で構成する。 

 

a. 所長 

所長は，発電所における保安に関する業務を統括管理するとともに，その業務遂行に

係る品質保証活動を統括する。 

 

b. 総括責任者（ユニット所長） 

       ユニット所長は，所管ユニットにおける運転及び保全の業務を統括管理する。 

 

c. 主任技術者（原子炉主任技術者，ボイラー・タービン主任技術者，電気主任技術者） 
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        主任技術者は，担当検査について保安上の観点から検査要領書を確認するとともに，

検査を担当する箇所から独立した立場で検査に立会うか記録を確認し，指導・助言を行

う。 

・原子炉主任技術者は，主に原子炉の核的特性や性能に係る事項等，原子炉の運転に

関する保安の監督を行う。 

      ・ボイラー・タービン主任技術者は，主に機械設備の構造，機能及び性能に係る事項

等，原子力発電工作物の工事，維持及び運用（電気的設備に係るものを除く。）に

関する保安の監督を行う。 

      ・電気主任技術者は，主に電気設備の構造，機能及び性能に係る事項等，原子力発電

工作物の工事，維持及び運用（電気的設備）に関する保安の監督を行う。 

 

d. 品質管理担当 

        品質管理担当は，品質管理上の観点から，検査内容等への指導・助言を行う。 

 

e. パフォーマンス向上会議 

        パフォーマンス向上会議は，検査における不適合に関わる管理方針の審議・決定を行

う。  

 

f. 検査の取りまとめを主管する箇所の長 

        検査の取りまとめを主管する箇所の長は，検査を担当する箇所の長を指名する。 

      また，発電所内の使用前事業者検査の計画及び実績の取りまとめを行う。 

ただし，検査の取りまとめを主管する箇所の長が必要と認める場合においては，発電

所組織の他のグループマネージャに使用前事業者検査の計画及び実績の取りまとめを依

頼することができる。 

 

g. 検査を担当する箇所の長 

        検査を担当する箇所の長は，自らが検査実施責任者を行うか，検査実施責任者を指名

する。  

 

h. 検査実施責任者 

        検査実施責任者は，検査に関わる業務の総括管理を行い，検査に対して最終的な責任

を有する。 

検査の判定基準を定めるとともに検査要領書を承認し，検査判定者に検査の実施を指

示する。 

検査に立会うか記録を確認し，検査判定者が行う確認・評価について技術基準適合性

等を確認した後これを判定し，次工程への引渡しを許可するとともに検査成績書の承認

を行う。 

その後，検査終了を検査の取りまとめを主管する箇所の長に報告する。 
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また，検査判定者の役割を自ら行うことができる（文書の作成・審査の重複兼務を除

く）  

 

i. 検査員 

        ・検査判定者 

検査判定者は，検査に立会うか記録を確認し，検査要領書に定められた手順に基づ

き行なわれたことを確認・評価し，ホールドポイントを解除する。 

また，採取データ等が判定基準内にあることについて確認・評価を行い上位者に報

告する。 

       

j. 設備管理を主管する箇所の長（当直長を含む）及び運転員 

設備管理を主管する箇所の長は，検査の実施に関わる作業許可を行う。 

なお，許可した検査であっても，原子炉施設の保安上必要な場合は，検査実施責任者

に対し，検査の中断を命ずることができる。 

また，設備管理を主管する箇所の長は，検査実施責任者からの依頼を受けたプラント

設備の検査に関わる運転操作について，総括的な責任を担う。 

運転員は，設備管理を主管する箇所の長の指示の下，検査に関わる業務のうち運転操

作に関わる業務について，検査判定者の依頼により遂行する。  

 

k. 工事を主管する箇所の長（作業担当者を含む） 

      工事を主管する箇所の長は，使用前事業者検査の実施が必要な場合には，検査の取り

まとめを主管する箇所の長に検査を担当する箇所の長の指名を依頼する。 

また，検査対象設備の施設管理に関わる業務の責任を担う。 

工事を主管する箇所のメンバーは作業担当者として検査に携わる。 

 

l. 作業助勢員 

      作業助勢員は，検査判定者の指示により検査助勢を行う。  

 

(4) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕

様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，

「検査及び試験基本マニュアル」に準じて，「3.5.2(1) 使用前事業者検査の方法の決定」

で決定し，様式－8 の「確認方法」欄で明確にした確認方法及び「工事の方法」を基に，

使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成する。 

検査要領書には，検査目的，検査対象範囲，検査項目，検査方法，判定基準，検査体制，

検査工程，不適合管理，検査手順，検査用計器，検査助勢を請負企業等へ依頼する場合は

当該企業の管理に関する事項，検査の記録の管理に関する事項，検査成績書（様式）を記

載し，品質管理担当の審査を経て，検査実施責任者がこれを承認し，該当する主任技術者

が確認する。 
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なお，検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基準規則

の条文を明確にする。 

実施する検査が代替検査となる場合は，「3.5.5(5) 代替検査の確認方法の決定」に従

い，代替による使用前事業者検査の方法を決定する。 

 

(5) 代替検査の確認方法の決定 

      検査を担当する箇所の長は，使用前事業者検査実施にあたり，以下の条件に該当する

場合には代替検査の評価を行い，その結果を当該の検査要領書に添付する。 

a. 代替検査の条件 

       代替検査を用いる場合は，通常の方法で検査ができない場合であり，例えば以下の場

合をいう。 

・当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス評価を

実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）＊ 

     ・耐圧検査で圧力を加えることができない場合 

     ・構造上外観が確認できない場合 

・系統に実注入ができない場合 

・電路に通電できない場合 等 

      注記＊：「当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロ

セス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）とは，以下の

場合をいう。 

         ・材料検査で材料検査証明書（ミルシート）がない場合 

         ・寸法検査記録がなく，実測不可の場合 

 

b. 代替検査の評価 

      検査を担当する箇所の長は，代替検査による確認方法を用いる場合，本来の検査目的

に対する代替性の評価を実施し，その結果を「3.5.5(4) 使用前事業者検査の検査要領

書の作成」で作成する検査要領書の一部として添付し，該当する主任技術者による確認

を経て適用する。 

      なお，検査目的に対する代替性の評価においては，以下の内容を明確にする。  

      ・設備名称 

      ・検査項目 

・検査目的 

・通常の方法で検査ができない理由 

 （例）既存の発電用原子炉施設に悪影響を及ぼすことによる困難性 

    現状の設備構成上の困難性 

    作業環境における困難性 等 

・代替検査の手法及び判定基準 

      ・検査目的に対する代替性の評価＊ 
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注記＊：記録の代替検査の手法，評価については「3.7.1 文書及び記録の管理」に

従い，記録の成立性を評価する。 

 

(6) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査判定者を指揮して，検査要領書に基づき，確立された検査体制

の下で使用前事業者検査を実施する。 

検査判定者は，検査が検査要領書に定めた検査手順に基づき行なわれたことの確認・評

価を行うとともに，検査結果が判定基準を満足することの確認・評価を行う。 

検査判定者又は検査実施責任者は，ホールドポイントを解除する。 

作業担当者は，検査の実施において変更した処置の復旧を確認する。 

検査実施責任者は，検査判定者が実施した確認・評価を踏まえ，認可された設工認に記

載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを判

定する。 

検査実施責任者は，検査成績書を承認し，主任技術者の確認を受け，検査を担当する箇

所の長に検査結果を報告する。 
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注：各個別の検査においては，関係のない者は除かれる。 

 

 

 

第 8 図 検査実施体制（例） 

所長 

検査実施責任者 

パフォーマンス向上会議 品質管理担当 

主任技術者 
（原子炉主任技術者， 

ボイラー・タービン主任技術

者，電気主任技術者） 

作業助勢員 運転員 

総括責任者 
（ユニット所長） 

検査を担当する 
箇所の長 

工事を主管する箇所の長 

検査判定者 

設備管理を主管す

る箇所の長 

作業担当者 

破線部は工事を主管する箇所から 
組織的に独立した者 
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3.6 設工認における調達管理の方法 

     契約及び調達を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするために，「調達管

理基本マニュアル」に基づき，以下に示す管理を実施する。  

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

      契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術

的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施する。（添付 5「当社における

設計管理・調達管理について」の「1.供給者の技術的評価」参照）  

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に及ぼす影響

や供給者の実績等を考慮し，調達の内容に応じたグレード分けの区分（添付 2「当社にお

けるグレード分けの考え方」の「別表 3」参照）を明確にした上で，調達に必要な要求事項

を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.6.1 供給者の技術的評価」で，技術的な能力が

あると判断した供給者を選定する。  

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレード分けを

適用する。 

設工認の対象となる要目表に示す適合性確認対象設備で，2011 年の福島第一原子力発電

所の事故を受けた緊急安全対策以降に調達した新規設備に対して，調達当時に適用した各

機器のグレード分けの区分を様式－9「適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレ

ード及び実績（設備関係）（例）」（以下「様式－9」という。）を用いて「Ⅴ-1-10-2 設

工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 原子炉本体」～「Ⅴ-1-10-16 設工認に係る

設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時対策所」に示す。 

また，設工認に係る品質管理として，仕様書作成のための設計から調達までの各段階の

管理及び組織内外の相互関係を添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」の別図 1（1

／3）～（3／3）に示す。 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たって，原子力安全

に及ぼす影響に応じたグレード分けの区分（添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」

の「別表 3」参照）を明確にした上で，以下の調達管理に係る業務を実施する。 

なお，一般産業用工業品については，(1)の仕様書を作成するに当たり，あらかじめ採用

しようとする一般産業用工業品について，原子炉施設の安全機能に係る機器等として使用

するための技術的な評価を行う。 

 

(1) 仕様書の作成 

様式－9 
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調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，以下の a.～t.を記載項目の例として，

必要な調達要求事項を記載した仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

（「3.6.3(2) 調達製品の管理」参照）  

 

a. 目的及び概要 

     b. 技術審査（図書審査） 

      c. 適用法令等 

      d. 工事仕様，購入品目及び数量，業務内容 

e. 工事場所，納入場所，実施場所 

      f. 社給材料及び貸与機器品目，数量，供給者の実施すべき管理項目 

      g. 安全対策，保安対策 

      h. 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

      i. トレーサビリティに関する要求事項 

      j. 試験・検査 

      k. 供給者の管理体制 

      l. 知的財産の管理 

      m. 提出図書 

      n. 要員の適格性確認に係る要求事項 

      o. 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

      p. 健全な安全文化を育成及び維持するための活動に関する必要な要求事項 

      q. 解析業務に関する要求事項（添付 4「設工認における解析管理について」参照） 

      r. 検証及び検収条件 

    s. 一般産業用工業品を原子炉施設に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

    t. 供給者の工場等で検査及び試験等又はその他の業務を行う際の原子力規制委員会の職

員による当該工場等への立入りに関する事項 

 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達

製品が納入されるまでの間，仕様書の調達要求事項に従い，業務の実施に当たって必要な

図書（品質保証計画書（添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表 4」に示す

品質管理グレードⅠ及びⅡが該当），作業要領書，試験・検査要領書等）を供給者に提出

させ，それを審査し確認する等の製品に応じた必要な管理を実施する。  

 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にする

ために，グレード分けの区分，調達数量，調達内容等を考慮した調達製品の検証を行う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品の

リリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 
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また，調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確認

するために実施する検証を，以下のいずれか 1つ以上の方法により実施する。 

 

a. 試験・検査 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，「調達管理基本マニュアル」，

「検査及び試験基本マニュアル」に基づき工場又は発電所で設計の妥当性確認を含む試

験・検査を実施する。  

また，調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，当社が立会又は記録

確認を行う試験・検査に関して，供給者に以下の項目を例として必要な項目を含む要領

書を提出させ，それを当社が事前に審査し，承認した上で，その要領書に基づく試験・

検査を実施する。 

 

       ・対象機器名（品名） 

       ・試験・検査項目 

     ・適用法令，基準，規格 

     ・試験・検査装置仕様 

     ・試験・検査の方法，手順，記録項目 

     ・作業記録，作業実施状況，検査データの確認時期，頻度 

     ・準備内容及び復旧内容の整合性 

     ・判定基準 

     ・試験・検査成績書の様式 

     ・測定機器，試験装置の校正 

     ・検査員の資格 

      

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設工認に基づく使用前事業

者検査として必要な試験・検査を適合性確認対象設備ごとに実施又は計画し，品質管理

グレードに応じて管理の程度を決めたのち，「3.5.5  使用前事業者検査の実施」に基づ

き実施する。 

可搬式ポンプ等の一般産業用工業品を購入する場合で，設備個々の機能・性能を調達

段階の工事又は検査の段階の中で確認できないものについては，当社にて受入後に，機

能・性能を確認するための試験・検査を実施する。 

 

b. 受入検査の実施 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，製品の受入れにあたり，受

入検査を実施し，現品及び記録の確認を行う。  

 

c. 記録の確認 

      調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，工事記録等調達した役務の

実施状況を確認できる書類により検証を行う。  
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d. 報告書の確認 

      調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務に関する実施

結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。この内，設計を調

達した場合は供給者から提出させる提出図書に対して設計の検証を実施する。 

 

e. 作業中のコミュニケーション 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務の実施中に，

適宜コミュニケーションを実施すること及び立会等を実施することにより検証を行う。  
 

f. 供給者に対する品質監査（「3.6.4 受注者品質監査」参照） 

 

3.6.4 受注者品質監査 

      供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及び健全な安全文化

を育成及び維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するため

に，受注者品質監査を実施する。 

 

（受注者品質監査を実施する場合の例） 

        定期監査： 添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表 3」に示す品質管

理グレードⅠの業務の継続的な供給者に対し実施する場合。（原則として

1回／3年） 

              ただし，定型的な部品のみを継続的に納入している供給者及び JIS 規格

品を継続的に納入している供給者（いずれも ISO9001 等の認証を有してい

る供給者に限る）については，定期監査の対象から除外できる。 

      臨時監査： 品質マネジメントシステムの不備若しくは実行上の不備が原因で，調達

対象物に重要な不適合を発生させた供給者に対し実施する場合。 
          

     また，供給者の発注先（以下「外注先」という。）について，以下に該当する場合は，直

接外注先に監査を行う場合がある。 

 

     ・当社が行う供給者に対する監査において，供給者における外注先の品質保証活動の確

認が不十分と認められる場合 

     ・トラブル等で必要と認めた場合 

 

3.6.5 設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6 設工認における調達管理の方法」を

以下のとおり適用する。 

なお，要目表に示す適合性確認対象設備で，2011 年の福島第一原子力発電所の事故を受

けた緊急安全対策以降に調達した新規設備に対して，調達当時に適用した各機器のグレー

様式－9 
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ド分けの区分を様式－9を用いて「Ⅴ-1-10-2 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の

計画 原子炉本体」～「Ⅴ-1-10-16 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 緊急時

対策所」に示す。 

 

(1) 新規制基準施行以前に設置している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，従来から使用してきた設備又は 2011 年の福島第一原

子力発電所の事故を受けた緊急安全対策として導入していた設備等，新規制基準施行以前

に設置している適合性確認対象設備は，設置当時に調達を完了しているため，「3.6 設工

認における調達管理の方法」に基づく管理は適用しない。 

 

(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の

適合性確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 調達製品の管理」

まで，調達当時のグレード分けの考え方（添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」

参照）で管理を完了しているため，「3.6.3(3) 調達製品の検証」以降の管理を設工認に基

づき管理する。 

 

(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象

設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の作成」まで，調達当時

のグレード分けの考え方（添付 2「当社におけるグレード分けの考え方」参照）で管理を

完了しているため，「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降の管理を設工認に基づき管理する。 

 

3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達を含む）」の

第 1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，設計，工事及び検査に係る文書及び記録

を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し，「文書及び

記録管理基本マニュアル」に従って管理する。 

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを第 6表に示すととも

に，技術基準規則等への適合性を確保するための活動に用いる文書及び記録を第 9図に示

す。 

設工認では，主に第 9図に示す文書及び記録を使って，技術基準規則等への適合性を確

保するための設計，工事及び検査を実施するが，これらの中には，柏崎刈羽原子力発電所

第 7号機の建設当時（1992 年 2月工事着工）からの記録等，過去の品質マネジメントシス

テム体制で作成されたものも含まれているが，建設以降の品質マネジメントシステム体制

が品質管理基準規則の文書及び記録の管理に関する要求事項に適合した体制となっている

様式－9 
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ことから，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づく品質マネジメントシステム体

制下の文書及び記録と同等の品質が確保されている。 

 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合の管

理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に

用いる場合，当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制を確認した供給者

で，かつ，対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当時から現在に至るまでの品

質が確認された設計図書を，当該設備として識別が可能な場合において，適用可能な設計

図書として扱う。 

この供給者が所有する設計図書は当社の文書管理下で第 6表に示す記録として管理する。 

当該設備に関する設計図書がない場合で，代替可能な設計図書が存在する場合，供給者

の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から現在に至るまで

の品質を確認し，設工認に対する適合性を保証するための設計図書として用いる。 

 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

検査を担当する箇所の長は，使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合，

第 6表に示す記録を用いて実施する。 

なお，適合性確認対象設備には，新規制基準施行以前から設置している設備，既に工事

を着手し設工認申請時点で工事を継続している設備及び既に工事を着手し設工認申請時点

で設置を完了している設備並びに一般産業用工業品を使った可搬設備等も含まれているた

め，検査に用いる文書及び記録の内容が使用前事業者検査時の適合性確認対象設備の状態

を示すものであること（型番の照合，確認できる記載内容の照合又は作成当時のプロセス

が適切であること）を確認することにより，使用前事業者検査に用いる記録として利用す

る。  

 



 

47 

K
7
 
①
 
Ⅴ
-
1-
1
0-
1
 R
0 

第 6表 記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

設備図書 

（完成図書） 

品質マネジメントシステム体制下で作成され，建設当時から設備の

改造等にあわせて最新版に管理している図書 

 

 

承認申請図書， 

決定図書 

設備の工事中の図書であり，このうち図面等の最新版の維持が必要

な図書においては，工事完了後に完成図書として管理する図書 

既設工認 
設置又は改造当時の設工認の認可を受けた図書で，当該設工認に基

づく使用前事業者検査の合格をもって，その設備の状態を示す図書 

設計記録 
作成当時の適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録 

（自社解析の記録を含む） 

工事記録 
設置又は改造当時の設備の点検状況を記録した図書 

（試験・検査記録等を含む） 

業務報告書 

品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われた，業

務委託の結果の記録 

（解析結果を含む） 

供給者から入手した 

設計図書等 

供給者を通じて入手した供給者所有の設計図書，製作図書等 

製品仕様書又は仕様が 

確認できるカタログ等 

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等で，

設計に関する事項が確認できる図書 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

品質マネジメントシステム体制下で確認手順書を作成し，その手順

書に基づき現場の適合状態を確認した記録 



 

 

K7 ① Ⅴ-1-10-1 R0 

第 9図 設計，工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系 

あらかじめ確立された文書 業務実施時期に作成される主な文書及び記録 文書及び記録の体系 

原子力品質保証規程 設計管理基本マニュアル  
・設計管理シート 
・技術検討書 
・設計資料 
・仕様書 
・品質保証計画書 

文書 設計 社内マニュアル 

調達管理基本マニュアル 

工事計画認可申請書本

文及び添付書類作成・

確認要領 

設計及び工事の品質管理

の方法等について 文書の作成管理マニュアル 

工事計画認可申請書にお

ける本文及び添付書類の

作成要領について 
業務報告書 原子力品質保証規程 文書及び記録管理基本マニュアル 記録 社内マニュアル 

設備図書等 承認申請図書 

決定図書 

その他第 6 表に挙げる記録 

原子力品質保証規程 設計管理基本マニュアル  
・仕様書 
・品質保証計画書 
・作業要領書 
・試験・検査要領書 
 （工場，現地） 

文書 工事及び検査 社内マニュアル 

調達管理基本マニュアル 

施設管理基本マニュアル 

検査及び試験基本マニュアル 

文書及び記録管理基本マニュアル 試験・検査記録 記録 社内マニュアル 

設備図書等 完成図書 

その他第 6 表に挙げる記録 

工事記録 

原子力品質保証規程 

検査要領書 

4
8
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3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計測器の管理 

a. 当社所有の計測器の管理 

(a) 校正・検証 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，校正の周期を定め管理す

るとともに，国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しく

は検証又はその両方を行う。 

         なお，そのような標準が存在しない場合には，校正又は検証に用いた基準を記録す

る。 

 

(b) 識別管理 

イ. 計測器管理台帳による識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，計測器管理台帳に，校

正日及び校正頻度を記載し，有効期限内であることを識別し管理する。 

なお，計測器が故障等で使用できない場合は，使用不可表示や保管場所からの撤

去等の適切な識別を実施する。 

 

ロ. 校正期限ラベル等による識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，計測器の校正の状態を

明確にするため，校正期限ラベルに必要事項を記載して計測器の目立ちやすいとこ

ろに貼り付ける等により識別する。 

 

b. 当社所有以外の計測器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，供給者所有の計測器を使用

する場合，「計測器管理マニュアル」に基づき，計測器が適切に管理されていることを

確認する。 

 

(2) 機器，弁，配管等の管理 

機器，弁，配管類について，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装表示等にて管理する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び試験・検査において発生した不適合については「パフォーマ

ンス向上基本マニュアル」に基づき処置を行う。 
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4. 適合性確認対象設備の施設管理 

設工認に基づく工事は，「施設管理基本マニュアル」の「保全計画の策定」の中の「設計及び工

事の計画の策定」として，施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施する。 

なお，施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を第 10 図

に示す。 

 

4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全 

適合性確認対象設備の保全は，以下のとおり実施する。 

 

4.1.1 新規制基準施行以前に設置している設備 

新規制基準施行以前に設置している設備は，巡視点検又は日常の保守点検（月次の外観

点検，動作確認等）等の点検に加え保全計画の点検計画に従い分解点検，機能・性能試験

等を実施し，異常のないことを確認する。 

なお，長期停止している設備においては，「施設管理基本マニュアル」に基づき特別な

保全計画を策定し，実施する。 

 

4.1.2 工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点検又は日常の保守点

検（月次の外観点検，動作確認等）の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のないこと

を確認する。 

 

4.1.3 設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

     設工認の認可後に工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点検

又は日常の保守点検（月次の外観点検，動作確認等）の計画を定め，設備の状態を点検し，

異常のないことを確認する。 

 

4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全 

     適合性確認対象設備について，技術基準規則への適合性を使用前事業者検査を実施すること

により確認し，適合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロセスに

基づき施設管理の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより，適合性を維持

する。
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 第 10 図 施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連   

点検・補修等の不適合管理， 
是正処置及び未然防止処置 

（施設管理目標） 

文書・記録管理 

評価及び改善 

業務の計画及び実施 

保全重要度の設定 

・文書及び記録管理 
  基本マニュアル 

保全対象範囲の策定 

資源の運用管理 

品質マネジメントシステム 

・原子力品質保証規程 
・セルフアセスメント実施 
 基本マニュアル 

（施設管理に係る業務プロセス） 
原子力品質保証規程 

保全活動管理指標の監視 

保全活動管理指標の設定 
及び監視計画の策定 保全計画の策定 

保全の実施 

点検・補修等の結果の 
確認・評価 

経営者の責任 
（施設管理の実施方針） 

・教育及び訓練 
  基本マニュアル 

・検査及び試験 
基本マニュアル 

・パフォーマンス向上 
基本マニュアル 

教育・訓練 

施設管理の実施方針 

及び施設管理目標 
（保全に係る業務プロセス） 

保全の有効性評価 

施設管理基本マニュアル 

施設管理の有効性評価 

・設計管理基本マニュアル 
・調達管理基本マニュアル 
・施設管理基本マニュアル 
・計測器管理マニュアル 

C 

A 

C 

D 

P 

A 

A 

D 

P 

C 

D 

P 

：JEAC4209－2007 MC－4「保守管理」の【解説 4】に示す 3 つの PDCA サイクルに相当する。 

5
1
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様式－1 

設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 (例) 

  

5
2
 

当社 供給者 本社
発電
所

供給
者

業務実績又は業務計画 記録等

3.3.1

3.3.2

3.3.3
(1)

3.3.3
(2)

3.3.3
(3)

3.3.3
(4)

3.3.3
(5)

3.4.1
3.4.2
3.5.2
3.5.3

3.5.5
3.7.2

設
計

工
事
及
び
検
査

各段階

設計，工事及び検査の業務フロー

組織内外の
相互関係

  ◎：主担当
○：関連

実績
(○)
／
計画
(△)

実施の内容
（設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施方法）

備考

適合性確認対象設備に対する

要求事項の明確化

各条文の対応に必要な適

合性確認対象設備の選定

基本設計方針の

作成（設計１）

適合性確認対象設備の各

条文への適合性を確保す

るための設計（設計２）

(3.6調達)

設備設計に係る調

達管理の実施

設計のアウトプットに対する

検証

設工認申請書の作成

設工認申請書の承認

設工認に基づく設備の具体的

な設計の実施（設計３）

設備の具体的な設計に基づく

工事の実施

使用前事業者検査の計画

検査計画の管理

(3.6調達)

工事及び検査に係

る調達管理の実施

(3.6調達)

工事及び検査に係

る調達管理の実施

使用前事業者検査の実施

(3.6調達)

工事及び検査に係

る調達管理の実施

注： は必要に応じ実施する。
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様式－2（1/2） 

設備リスト（設計基準対象施設）(例) 

 

 

 

 

 

 

  

設置許可基準規則
／

技術基準規則
設置許可基準規則及び解釈 技術基準規則及び解釈 必要な機能等 設備等

設備
／
運用

既設
／
改造
／
新設

追加要求事項に対
して必須の設備，
運用か
（○，×）

実用炉規則別表第
二のうち要目表に
該当する設備か
（○，×，―）

既工認に記載され
ているか
（○，×，―）

必要な対策が
(a),(b),(c)のう
ち，どこに対応す
るか

実用炉規則別表第二に関連する施設・設備・機器区分

添八
主要設備
記載有無

備 考

5
3
 



 

 

K7 ① Ⅴ-1-10-1 R0 

様式－2（2/2） 

設備リスト（重大事故等対処設備）(例) 

 

重大事故ｸﾗｽがDBE
と異なるか
異なる：○
同じ ：×
対象外：―

設置許可基準規則
／

技術基準規則
技術基準規則及び解釈 系統機能等 設備等

添
付
八
設
備
仕
様
記
載

設備種別

設備
／

運用

詳細設計に関する事項

フ ロ ーに
よる分類

実用炉規則別表第二に関連する施設・設備・機器区分

今後の工認記載分類案
○：要目表＋基本設計
　　方針＋関連添付
△：基本設計方針
●：*/* 申請済み

備考常設
／

可搬

実用炉規則別表第
二のうち要目表に
該当する設備か
対象 ：○
対象外：×

既工認に記載され
ているか
記載有：○
記載無：×
対象外：―

使用目的がDBEと異
なるか
異なる：○
同じ ：×
対象外：―

使用条件がDBEと異
なるか
異なる：○
同じ ：×
対象外：―

既設
／
改造
／
新設

5
4
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様式－3 

技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方(例)  

 
 

【備考欄】
注記＊：安全避難通路，火山，外部火災，竜巻等への対応に必要な設備の基本設計方針は原子炉冷却系
統施設にて整理。

［記号説明］ ○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。
△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。
―：条文要求を受ける設備がない。
□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。

共通条文への対応に必要となる施

設
＊
（原子炉冷却系統施設）

緊急時対策所

敷地内土木構造物

火災防護設備

非常用取水設備

補機駆動用燃料設備

常用電源設備そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設

非常用電源設備

補助ボイラー

浸水防護施設

原子炉格納施設

放射線管理施設

放射性廃棄物の廃棄施設

計測制御系統施設

原子炉冷却系統施設

核燃料物質の
取扱施設及び貯蔵施設

原子炉本体

対象施設

適用要否判断

理由

技術基準規則　第○条【第○～○項：変更○○】
（○○○）

条文の分類
（○○○○）

実用発電用原子炉及びその附属施設の
技術基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施設の
技術基準に関する規則の解釈

1
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様式－4（1/2） 

施設と条文の対比一覧表（設計基準対象施設）(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

適用
範囲

定義
特殊
な設計

地盤 地震 津波
外部衝
撃

立ち入
り防止

不法侵
入

急傾斜
地

火災 溢水
避難通
路

安全設
備

設計基
準対象
設備

全交流
電源
喪失

材料構
造

破壊の
防止

流体振
動

安全弁
耐圧試
験

監視試
験片

炉心等
熱遮蔽
材

一次冷
却材

燃料取
扱設備

バウン
ダリ

バウン
ダリ隔
離装置

一次冷
却材処
理装置

逆止め
弁

蒸気
タービ
ン

非常用
炉心冷
却設備

循環設
備

計測装
置

安全保
護装置

反応度
制御

制御棒
原子炉
制御室

廃棄物
処理設

備

廃棄物
貯蔵設
備

汚染の
防止

生体遮
蔽

換気設
備

原子炉
格納施
設

保安電
源設備

緊急時
対策所

警報装
置等

準用

― ― ― 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 共通 共通 個別 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常用電源設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常用電源設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補助ボイラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

火災防護設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浸水防護施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補機駆動用燃料設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常用取水設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

敷地内土木構造物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

緊急時対策所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。 注記＊ ：安全避難通路，火山，外部火災，竜巻等への対応に必要な設備の基本設計方針は原子炉冷却系統施設にて整理。

△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。

―：条文要求を受ける設備がない。

□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。

　　　　　　　　　分類

原子炉施設の種類

総則 設計基準対象施設

条文

核燃料物質の
取扱施設及び貯蔵施設

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設

共通条文への対応に必要となる施

設
＊
（原子炉冷却系統施設）

【備考欄】

原子炉本体



 

 

K7 ① Ⅴ-1-10-1 R0 

様式－4（2/2） 

施設と条文の対比一覧表（重大事故等対処設備）(例) 

 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

地盤 地震 津波 火災
特重
設備

重大事
故等対
処設備

材料
構造

破壊の
防止

安全弁
耐圧
試験

未臨界
高圧時
の冷却

バウン
ダリの
減圧

低圧時
の冷却

最終
ヒート
シンク

ＰＣＶ
冷却

ＰＣＶ
過圧破
損防止

下部溶
融炉心
冷却

ＰＣＶ
水素爆

発

原子炉
建屋水
素爆発

ＳＦＰ
冷却

拡散
抑制

水の
供給

電源
設備

計装
設備

原子炉
制御室

監視測
定設備

緊急時
対策所

通信 準用

共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常用電源設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常用電源設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補助ボイラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

火災防護設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浸水防護施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補機駆動用燃料設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非常用取水設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

敷地内土木構造物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

緊急時対策所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。 注記＊ ：安全避難通路，火山，外部火災，竜巻等への対応に必要な設備の基本設計方針は原子炉冷却系統施設にて整理。

△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。

―：条文要求を受ける設備がない。

□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。

核燃料物質の
取扱施設及び貯蔵施設

【備考欄】

重大事故等対処施設

条文

　
　　　　　　　　　　分類
原子炉施設の種類

原子炉本体

共通条文への対応に必要となる施

設
＊
（原子炉冷却系統施設）

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

原子炉格納施設

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設

5
7
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様式－5－1（1/2） 

技術基準規則と設工認書類との関連性を示す星取表（設計基準対象施設）（例） 
  

5
8
 

条

項

要
求

添付資料 添付図面 添付資料 添付図面 添付資料 添付図面

機器名称
基本

設計

方針

基本

設計

方針

基本

設計

方針

必要な機能
等

施設区分 設備区分 機器区分
設備
／

運用

技術基準
条文

○○施設

第○条 第○条 第○条
○項 ○項 ○項

技術基準要求設備(要目表として
記載要求のない設備)
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様式－5－1（2/2） 

技術基準規則と設工認書類との関連性を示す星取表（重大事故等対処設備）（例） 

  

5
9
 

条

項

要
求

添付資料 添付図面 添付資料 添付図面 添付資料 添付図面 添付資料 添付図面
技術基準

条文

○○施設

第○条 第○条 第○条
○項 ○項

系統機能等 施設区分 設備区分 機器区分
設備
／

運用
機器名称

基本

設計

方針

基本

設計

方針

基本

設計

方針

基本

設計

方針

○項

第○条
○項

技術基準要求設備(要目表として
記載要求のない設備)
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別表第二添付書類

耐震重要度分類 機器クラス 申請区分 設備分類 機器クラス 申請区分系統名 機器区分 様式-2 関連条文 主登録 兼用登録

別表第二

機器名

技術基準条文 兼用する場合の施設・設備区分 設計基準対象施設（DB） 重大事故等対処設備（SA）
「◎」申請対象

（新設設備）

「□」申請対象

（設工認未登録で既設設備）

「○」申請対象

（既設工認登録済）

「△」記載の適正化

「×」要目表への記載なし

発電用原

子炉施設

の種類
設備区分

柏崎刈羽原子力発電所第○号機　申請対象設備

基本設計方針

要目表

備考
施設共通 各施設

【耐震重要度分類】＊

耐震重要度分類については，「設工認添付

書類星取表略語の定義」参照

【機器クラス】＊

機器クラスについては，「設工認添付書類

星取表略語の定義」参照

注記＊：運用及び可搬型のSA 設備につい

ては斜線とする。

【申請区分】

D-1:耐震基準変更

（耐震S ｸﾗｽ）

（B,C ｸﾗｽのS ｸﾗｽへの波及的影響）

（共振のおそれのある耐震B ｸﾗｽ設備）

D-2:RCPB範囲拡大

D-3:基準変更・追加又は別表変更・追加

D-4:別表該当なし

D-5:記載の適正化

D-6:既設工認で使用前検査未完了分

【設備分類】

設備分類については，「設工認添付書類星

取表略語の定義」参照

【機器クラス】

機器クラスについては，「設工認添付書類

星取表略語の定義」参照

【申請区分】

S-1:SA 新設（既設の新規登録含む）

S-2:DBのSA使用（条件変更なし）

S-3:既認可SA使用条件変更有り

S-4:既認可SA機器クラスアップ有り

S-5:既認可SA使用目的変更有り

S-6:基本設計方針

S-7:SA 別表追加等

様式－5－2 

設工認添付書類星取表（例） 
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様式－6 

各条文の設計の考え方（例） 

第〇条（〇） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

○1       

○2       

○3       

○4       

○5       

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1     

□2     

□3     

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1     

◇2     

◇3     

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a  

b  

c  
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様式－7 

要求事項との対比表（例） 

実用発電用原子炉及

びその附属施設の技

術基準に関する規則 

設工認申請書 
基本設計方針（前） 

設工認申請書 
基本設計方針（後） 

設置変更許

可申請書 
本文 

設置変更許可申請書 
添付書類八 

設置許可，基本設

計方針及び技術基

準規則との対比 
備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

6
2
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技術基準条文

要求種別

様式-2 関連条文

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】

【記録等】 【記録等】 【記録等】 【記録等】

【検査項目】

【検査方法】

設備区分 系統名

技術基準要求設備（要目表とし
て記載要求のない設備)

□□条

【検査項目】

【検査方法】

【検査項目】

【検査方法】

△△条

【検査項目】

【検査方法】

【検査項目】

【検査方法】

【検査項目】

【検査方法】

【検査項目】

【検査方法】

【検査項目】

【検査方法】

△△条

〇〇条

【検査項目】

【検査方法】

【検査項目】

【検査方法】

機器区分

技術基準条文
〇〇要求

設備名称
工認設計結果

（上：要目表／設計方針）
（下：記録等）

□□条

設備の具体的設計結果
（上：設計結果）
（下：記録等）

確認方法
工認設計結果

（上：要目表／設計方針）
（下：記録等）

〇〇施設
基本設計方針

〇〇条

設備の具体的設計結果
（上：設計結果）
（下：記録等）

確認方法

様式－8 

基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例） 

 

 

6
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様式－9 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（例） 

 
 
 

 

発

電

用

原

子

炉

施

設

の

種

類

設

備

区

分

系

統

名
機器区分

品

質

管

理

グ

レ
ー

ド

 

保

安

規

定

品

質

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

　

シ

ス

テ

ム

計

画

 
「

7

.

3

設

計

・

開

発
」

の

適

用

業

務

 

保

安

規

定

品

質

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

　

シ

ス

テ

ム

計

画

 
「

7

.

4

調

達
」

の

適

用

業

務

備　考機器名称

64 



1 / 5 

資料 3 柏崎刈羽原子力発電所における文書及び記録の管理の変遷について 
文書管理と
管理に関す
る規格など
との関係図 

 

  
規定の変遷 JEAG4101 JEAC4111  

1972 1981 1985 1990 1993 2000 2003 2009  
10CFR50AppBを参考
として，原子力発電
所建設の品質保証
手引きとして制定 

原子力発電所の設
計から運転段階に
おける品質保証指
針 と し て
IAEA50-C-QA(1978)
を反映し改定 

1981 版に運転・保
守管理を追加する
とともに解説の充
実。 
（文書管理の要求
事項に大きな変更
はなし。） 

IAEA50-C-
QA(1988) 
を反映し
改定 

KMN2S/G 細管漏
洩事故を受け，
独立監査組織に
関する要求事項
を追加（文書管
理の要求事項に
大きな変更はな
し。） 

IAEA50-C/SG-Q(1996) を反映
し改定 

ISO9001-2000 をベースに
原子力発電所における安
全のための品質保証規程
として新規制定 

ISO9001-2008 を 反 映 し 改 定
（4.2.3c，f 項の適用範囲を明確化
したが，要求事項の意図に変更はな
い。） 

 

  
品質管理基
準規則，品証
規則と適用
規格など 

JEAG4101-1972 JEAG4101-1985 JEAG4101-1990 JEAG4101-2000 JEAC4111-2003 品証規則 品質管理基準規則 

2.一般事項 
(4)設置者は，図面，仕様書，
試験，検査記録，監査記録等，
品質保証に関する文書につい
て，設置者と受注者がそれぞれ
保管管理すべきものを明確に
し，責任を持って管理しまた管
理させること。 

4.文書管理 
4.1 文書の作成，審査及び承認 
品質保証活動に関する重要

な文書（品質保証計画書，仕様
書，要領書，指示書，図面等）
の作成，審査及び承認について
管理方法を定めなればならな
い。 
管理方法を定めるにあたっ

ては，文書の作成，審査及び承
認に対し責任を有する者を明
確にしなければならない。 
4.2 文書の発行，配布 
文書の発行及び配布につい

て，適切かつ正しい文書が使用
されるよう，文書配布リストを
使用するなどの管理方法を定
めなければならない。 
4.3 文書の変更管理 
文書の変更について管理方

法を定めなければならない。 
文書の変更に関する審査及

び承認は，原則として最初に審
査及び承認をした者が実施し
なければならない。 
旧文書の誤用を防止するた

めに，旧文書の取り扱いについ
て留意するとともに，改訂する
情報は，関係する者に対し速や
かに伝えなければならない。 

3.1 文書管理 
3.1 一般 
適切かつ正しい文書が，品質

保証活動に使用されることを
保証するために，品質保証活動
に関する重要な文書の作成，審
査及び承認，発行及び配布並び
に変更について管理の方法を
定めなければならない。 
3.2 文書の作成，審査及び承認 
文書の作成，審査及び承認に

ついて管理の方法を定めなけ
ればならない。 
管理方法を定めるに当たっ

ては，文書の作成，審査及び承
認に対し責任を有するものを
明確にしなければならない。 
3.3 文書の発行及び配布 
文書の発行及び配布につい

て，管理の方法を定めなければ
ならない。 
3.4 文書の変更管理 
文書の変更について，管理の

方法を定めなければならない。 
管理方法を定めるに当たっ

ては，次の事項を考慮すべきで
ある。 
イ．原則として，文書の変更に
関する審査及び承認の最初に
審査及び承認を実施したもの
が実施する。 
ロ．文書の変更に関する審査及
び承認を行う場合に必要な情
報の使用及び最初の要求事項
とその趣旨を理解して行う。 
ハ．変更及び改訂した文書を識
別する。 

（基本事項） 
2.4 文書管理と品質記録 
2.4.1 文書の作成，審査および
承認 
文書を作成，審査及び承認す

る者を明確にしなければなら
ない。これらの者は，文書の基
礎となる適切な情報を入手す
る事ができるようになってい
なければならない。 
2.4.2 文書の管理 
(1)プロセスを規定し，要求事
項を定め，設計の結果を示すよ
うな文書（例えば要領書，指示
書，仕様書及び図面等）あるい
は他の媒体などは，作成，審査，
承認，発行，配布，変更し，必
要に応じて妥当性の確認を行
わなければならない。 
(2)文書を使用する場合には，
適切で正しい文書を使用しな
ければならない。 
（この他，「文書管理及び品質
記録」に関する参考事項があ
る。） 

4.2.3 文書管理 
(1) 品質マネジメントシステム
で必要とされる文書は管理する
こと。ただし，記録は文書の一
種ではあるが，4.2.4 に規定す
る要求事項に従って管理するこ
と。 
(2) 次の活動に必要な管理を規
定する“文書化された手順”を
確立すること。 
a) 発行前に，適切かどうかの観
点から文書を承認する。 
b) 文書をレビューする。また，
必要に応じて更新し，再承認す
る。 
c) 文書の変更の識別及び現在
の改訂版の識別を確実にする。 
d) 該当する文書の適切な版が，
必要なときに，必要なところで
使用可能な状態にあることを確
実にする。 
e) 文書が読みやすく，容易に識
別可能な状態であることを確実
にする。 
f) どれが外部で作成された文
書であるかを明確にし，その配
付が管理されていることを確実
にする。 
g) 廃止文書が誤って使用され
ないようにする。また，これら
を何らかの目的で保持する場合
には，適切な識別をする。 

（文書の管理） 
第六条 ①発電用原子炉設置者
は，この規則に規定する文書そ
の他品質管理監督システムに
必要な文書（記録を除く。以下
「品質管理監督文書」という。）
を管理しなければならない。 
２ 発電用原子炉設置者は，次
に掲げる業務に必要な管理を
定めた手順書を作成しなけれ
ばならない。 
一 ②品質管理監督文書を発行
するに当たり，当該文書の妥当
性を照査し，その発行を承認す
ること。 
二 ③品質管理監督文書につい
て所要の照査を行い，更新を行
うに当たり，その更新を承認す
ること。 
三 ④品質管理監督文書の変更
内容及び最新の改訂状況が識
別できるようにすること。 
四 ⑤改訂のあった品質管理監
督文書を使用する場合におい
て，当該文書の適切な改訂版が
利用できる体制を確保するこ
と。 
五 ⑥品質管理監督文書が読み
やすく，容易に内容を把握する
ことができる状態にあること
を確保すること。 
六 ⑦外部で作成された品質管
理監督文書を識別し，その配付
を管理すること。 
七 ⑧廃止した品質管理監督文
書が意図に反して使用される
ことを防止すること。この場合

（文書の管理） 
第七条 原子力事業者等は，品質
マネジメント文書を管理しなけ
ればならない。 
２ 原子力事業者等は，要員が判
断及び決定をするに当たり，適
切な品質マネジメント文書を利
用できるよう，品質マネジメン
ト文書に関する次に掲げる事項
を定めた手順書等を作成しなけ
ればならない。 
一 品質マネジメント文書を発
行するに当たり，その妥当性を
審査し，発行を承認すること。 
二 品質マネジメント文書の改
訂の必要性について評価すると
ともに，改訂に当たり，その妥
当性を審査し，改訂を承認する
こと。 
三 前二号の審査及び前号の評
価には，その対象となる文書に
定められた活動を実施する部門
の要員を参画させること。 
四 品質マネジメント文書の改
訂内容及び最新の改訂状況を識
別できるようにすること。 
五 改訂のあった品質マネジメ
ント文書を利用する場合におい
ては，当該文書の適切な制定版
又は改訂版が利用しやすい体制
を確保すること。 
六 品質マネジメント文書を，読
みやすく容易に内容を把握する
ことができるようにすること。 
七 組織の外部で作成された品
質マネジメント文書を識別し，
その配付を管理すること。 

JEAG4101 に基づく管理 

H16.5 

JEAC4111 に基づく管理 

品証規則に基づく管理 

H25.8 

品質管理基準規則 
に基づく管理 

R2.4 
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ニ．旧文書の誤用防止のための
旧文書の取扱いについて留意
するとともに，改訂に関する情
報に関係するものに対し速や
かに伝達する。 

において，当該文書を保持する
ときは，その目的にかかわら
ず，これを識別すること。 

八 廃上した品質マネジメント
文書が使用されることを防止す
ること。この場合において，当
該文書を保持するときは，その
目的にかかわらず，これを識別
し，管理すること。 

13.品質記録の管理 
13.1 品質記録の作成 
品質保証計画を遂行するに

あたり，適切な品質記録を作成
しなければならない。 
またこの記録は，当該製品と

照合できるものでなければな
らない。 
13.2 品質記録の取扱い，保管
等 
品質記録は，取扱い，保管等

の方法を定めて管理しなけれ
ばならない。 
管理方法を定めるにあたっ

ては，品質記録の種類及びその
保存期間についても明確にし
なければならない。 

12.品質記録管理 
12.1 一般 
品質記録の管理を確実にす

るために，品質記録の作成，取
扱い及び保管に関する管理の
方法を定めなければならない。 
12.2 品質記録の作成 
(1) 品質保証計画を遂行する
段階で，適切な品質記録を作成
しなければならない。 
(2) 品質記録は，当該製品又は
役務と照合できるものでなけ
ればならない。 
12.3 品質記録の取扱い 
品質記録の提出・受領，修正・
追加，検索・閲覧等の取扱いに
ついて，管理の方法を定めなけ
ればならない。 
12.4 品質記録の保管 
品質記録の種類及びその保管
期限を明確にし，保管について
管理の方法を定めなければな
らない。 

（基本事項） 
2.4.3 品質記録の作成 
製品及び役務の状態，構成要

素及び特性を示す記録，プロセ
ス管理の結果を示す記録，品質
の客観的証拠を示す記録及び
要員に関する記録を定め，これ
を作成，審査，承認，維持しな
ければならない。 
2.4.4 品質記録の識別・取扱・
保管 
記録の識別，収集，索引，保

管，維持，検索，性分について
定める記録管理システムを確
立しなければならない。 
2.4.5 品質記録の保管期限 
記録及び関連する試験材料，試
験サンプルの保管期限は，各々
のタイプに応じて定めなけれ
ばならない。 
 
（この他，「文書管理及び品質
記録」に関する参考事項があ
る。） 

4.2.4 記録の管理 
(1) 記録は，要求事項への適合
及び品質マネジメントシステム
の効果的運用の証拠を示すため
に，作成し，維持すること。 
(2) 記録は，読みやすく，容易
に識別可能で，検索可能である
こと。 
(3) 記録の識別，保管，保護，
検索，保管期間及び廃棄に関し
て必要な管理を規定するため
に，“文書化された手順”を確
立すること。 

（記録の管理） 
第七条 ⑨発電用原子炉設置者
は，この規則に規定する記録そ
の他要求事項への適合及び品
質管理監督システムの実効性
のある実施を実証する記録の
対象を明らかにするとともに，
当該記録を，読みやすく容易に
内容を把握することができ，か
つ，検索することができるよう
に作成し，これを管理しなけれ
ばならない。 
２ ⑩発電用原子炉設置者は，
前項の記録の識別，保存，保護，
検索，保存期間及び廃棄に関し
所要の管理を定めた手順書を
作成しなければならない。 

（記録の管理） 
第八条 原子力事業者等は，この
規則に規定する個別業務等要求
事項への適合及び品質マネジメ
ントシステムの実効性を実証す
る記録を明確にするとともに，
当該記録を，読みやすく容易に
内容を把握することができ，か
つ，検索することができるよう
に作成し，保安活動の重要度に
応じてこれを管理しなければな
らない。 
２ 原子力事業者等は，前項の記
録の識別，保存，保護，検索及
び廃棄に関し，所要の管理の方
法を定めた手順書等を作成しな
ければならない。 

品質保証上
の文書管理
に関する要
求事項 

 品質保証基本計画書（建設所
版） 
S59.9.14版 

①品質保証運用マニュアル 
H3.11.25版 
②品質保証マニュアル 
H12.3.31 版 

 原子力品質保証規程 
H16.5.10版 
H17.4.18版 
H22.2.1版 

原子力品質保証規程 
H25.8.15版 

原子力品質保証規程 
R2.4.1版 

 5.文書管理 
(1)品質保証に関する重要な文
書類（品質保証計画書，許認可
関係図書，仕様書，要領書，図
面等）の作成，審査，承認，配
布，改訂，保管等について要領
等を定めて管理する。 
(2)建設所より発電所への設備
引継に伴う必要な文書等の移
管については「引継ぎ図書取扱
い要領」により実施する。 
(3)年１回定期的に文書の整
備，保管状況の点検を行う。 
13.品質記録 
(1)品質記録は「品質記録作成
要領」等により作成する。 
(2)品質記録等は「技術図書取
扱要領」等により管理する。 

①品質保証運用マニュアル 
4. 文書管理 
(1)品質保証に関する重要な文
書は，作成，審査，承認，配布，
改定，保管等について管理方
法，責任体制を明確にし管理す
る。 
(2)原子力建設部門より原子力
発電部門への設備引継にとも
なう必要な文書の移管につい
ては，別に定めるところにより
的確に実施する。 
(1)品質保証に関する重要な文
書は，下記により管理する。 
a.規程・マニュアル類は，「規
程・マニュアルに関する取扱マ
ニュアル」により管理する。 
b.許認可関係図書等の官庁関
係図書類は，「電気工作物官庁
申請マニュアル」「原子力関係
官庁申請マニュアル」により管
理する。 
c.仕様書・要領書・図面等は，
「技術図書取扱要領」「要領等
取扱マニュアル」「購入仕様書」
「工事共通仕様書」及び「委託
業務仕様書」により管理する。 
(2)建設所から発電所への設備
引継に伴う文書の移管につい

 4.2.3 文書管理 
(1) 組織は，品質マネジメン
トシステムで必要とされる
文書を「V-H2-D1 文書及び記
録管理マニュアル[原 
子力]」に基づき管理する。
ただし，記録は，4.2.4 に規
定する要求事項に従って管
理する。 
(2) 次の活動に必要な管理
を「V-H2-D1 文書及び記録管
理マニュアル[原子力]」に規
定する。 
a) 発行前に，適切かどうか
の観点から文書を承認する。 
b) 文書をレビューする。ま
た，必要に応じて更新し，再
承認する。 
c) 文書の変更の識別及び現
在の改訂版の識別を確実に
する。 
d) 該当する文書の適切な版
が，必要なときに，必要なと
ころで使用可能な状態にあ
ることを確実にする。 
e) 文書が読みやすく，容易
に識別可能な状態であるこ
とを確実にする。 
f) どれが外部で作成された

4.2.3 文書管理 
(1) 組織は，品質マネジメ
ントシステムで必要とされ
る文書を遵守するために，
「NI-12 文書及び記録管理
基本マニュアル」に基づき，
保安活動の重要度に応じて
管理する。また，記録は，
4.2.4 に規定する要求事項
に従って管理する。 
(2) 次の活動に必要な管理
を「NI-12 文書及び記録管
理基本マニュアル」に規定
する。 
a) 発行前に，適切かどうか
の観点から文書をレビュー
し，承認する。 
b) 文書をレビューする。ま
た，必要に応じて更新し，
再承認する。 
c) 文書の変更の識別及び
現在有効な版の識別を確実
にする。 
d) 該当する文書の適切な
版が，必要なときに，必要
なところで使用可能な状態
にあることを確実にする。 
e) 文書は，読みやすくかつ
容易に識別可能な状態であ

4.2.3 文書管理 
(1) 組織は，品質マネジメン
トシステムに必要な文書を遵
守するために，「文書及び記
録管理基本マニュアル」に基
づき，保安活動の重要度に応
じて管理する。これには次の
事項を含める。また，記録は，
4.2.4に規定する要求事項に
従って管理する。 
a) 組織として承認されてい
ない文書の使用又は適切でな
い変更の防止 
b) 文書の組織外への流出等
の防止 
c) 4.2.1c)及びd)①の文書の
制定及び改訂に係るレビュー
の結果，当該審査の結果に基
づき講じた処置並びに当該制
定及び改訂を承認した者に関
する情報の維持 
(2) 組織の要員が判断及び決
定に当たり適切な文書を利用
できるよう，次の活動に必要
な管理を「文書及び記録管理
基本マニュアル」に規定する。
これには，文書改訂時等の必
要な時に当該文書作成時に使
用した根拠等の情報が確認で
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ては，「原子力発電所設備引継
要領」に基づいて行う。 
13. 技術資料，品質記録 
(1)品質保証活動の実施にあた
り，的確な品質記録を作成し，
保管する。 
(2)技術資料及び品質記録等の
管理方法については，別に定め
るところによる。 
(1)品質記録は「品質記録作成
要領」「技術図書取扱要領」「原
子炉施設保安規定」等に基づい
て，作成・保管する。 
(2)建設工事等による技術図書
の作成・保管等については，「技
術図書取扱要領」等により管理
する。 
②品質保証マニュアル 
3. 文書管理 
適切かつ正しい文書が，品質保
証活動に使用されることを保
証するために，品質保証活動に
関する重要な文書の作成，審査
及び承認，発行及び配布並びに
変更について管理の方法を定
める。 
「重要な文書」とは，以下のも
のとする。 
a.規程，マニュアル，その他文
書（以下，「規程類」という。） 
b.設備図書 
c.承認書，報告書，検討書等（以
下，「その他承認文書」という。） 
3.1 規程類の作成，審査，承認，
発行及び配布 
(1)作成，審査及び承認 
a.各ＧＭは，所管業務について
規程類を作成するにあたって，
その業務が意図することを明
確にして，遂行するために必要
な記載事項を網羅して作成す
る。 
b.各ＧＭは，所管業務について
規程類を制定・改廃するとき
は，総務ＧＭ及び原子力安全推
進ＧＭへ審査を依頼する。 
c.各ＧＭは権限者の承認を得
る。標準的な承認権限者は，規
程は所長，マニュアルは部長，
その他文書類はＧＭ（重要なも
のについては部長）とする。な
お，各ＧＭは，必要に応じて標
準的な承認権限者より上位食
の承認を得る。 
(2)発行及び配布 
a.各ＧＭは，承認を受けた規
程・マニュアルについては総務
ＧＭに提出し，その他文書類に
ついては技術ＧＭに提出する。 
b.総務ＧＭは，規程・マニュア
ルの名称，制定グループ，制改
定年月日などを管理台帳に記
録すると共に，必要部数を印刷

文書であるかを明確にし，そ
の配付が管理されているこ
とを確実にする。 
g) 廃止文書が誤って使用さ
れないようにする。また，こ
れらを何らかの目的で保持
する場合には，適切 
な識別をする。 
4.2.4 記録の管理 
(1) 組織は，要求事項への適合
及び品質マネジメントシステム
の効果的運用の証拠を示すため
に，記録を 
作成し，維持する。 
(2) 記録は，読みやすく，容易
に識別可能で，検索可能である
ようにする。 
(3) 記録の識別，保管，保護，
検索，保管期間及び廃棄に関し
て必要な管理を「V-H2-D1 文書
及び記録管 
理マニュアル[原子力]」に規定
する。 

ることを確実にする。 
f) 品質マネジメントシス
テムの計画及び運用のため
に組織が必要と決定した外
部からの文書を明確にし，
その配付が管理されている
ことを確実にする。 
g) 廃止文書が誤って使用
されないようにする。また，
これらを何らかの目的で保
持する場合には，適切な識
別をする。 
4.2.4 記録の管理 
(1) 組織は，要求事項への
適合及び品質マネジメント
システムの効果的運用の証
拠を示すために作成す 
る記録の対象を明確にし，
管理する。 
(2) 記録の識別，保管，保
護，検索，保管期間及び廃
棄に関して必要な管理を
「NI-12 文書及び記録管理
基本マニュアル」に規定す
る。 
(3) 記録は，読みやすく，
容易に識別可能かつ検索可
能であるようにする。 

きることを含める。 
a) 発行前に，文書の妥当性を
レビューし，承認する。 
b) 文書の改訂の必要性につ
いてレビューする。また，改
訂に当たってはその妥当性を
レビューし，承認する。 
c) a)及びb)のレビューを行
う際には，その対象となる文
書に定められた活動を実施す
る部門の要員を参画させる。 
d) 文書の変更の識別及び最
新の改訂状況の識別を確実に
する。 
e) 該当する文書の適切な版
が，必要なときに，必要なと
ころで使用しやすい状態にあ
ることを確実にする。 
f) 文書は，読みやすくかつ容
易に内容を把握することがで
きるようにする。 
g) 品質マネジメントシステ
ムの計画及び運用のために組
織が必要と決定した外部から
の文書を明確にし，その配付
が管理されていることを確実
にする。 
h) 廃止文書が誤って使用さ
れないようにする。また，こ
れらを何らかの目的で保持す
る場合には，その目的にかか
わらず，これを識別し管理す
る。 
 
4.2.4 記録の管理 
(1) 組織は，要求事項への適
合及び品質マネジメントシス
テムの実効性を実証する記録
を明確にし，原子力安全に対
する重要度に応じて管理す
る。 
(2) 記録は，読みやすく，容
易に内容を把握できることが
できるとともに，識別可能か
つ検索可能なように作成す
る。 
(3) 記録の識別，保管，保護，
検索，保管期間及び廃棄に関
して必要な管理を「文書及び
記録管理基本マニュアル」に
規定する。 
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し関係ＧＭに配布する。 
c.技術ＧＭは，その他文書の名
称，制定グループ，制改定年月
日などを管理台帳に記録する。 
3.2 設備図書の作成，審査，承
認，発行及び配布 
(1)作成，審査及び承認 
各ＧＭは，発電所設備の増設，
改造，補修，保守，点検及び埋
設物に関する工事による設備
図書（構内配置図，建屋配置図，
P&ID，単線結線図，ECWD，BWD，
構内埋設物管理図，申請書類，
官庁提出書類，報告書類等）の
作成・審査及び承認を行う。 
(2)発行及び配布 
各ＧＭは，承認した設備図書に
ついて技術ＧＭに提出する。 
技術ＧＭは，提出された設備図
書について保管図書一覧表に
登録すると共に，関係ＧＭへ配
布する。 
3.3 その他承認文書の作成，審
査及び承認 
(1)各ＧＭは，その他承認文書
の作成，審査及び承認を行う。 
(2)各ＧＭは，必要に応じて作
成したその他承認文書につい
て関係ＧＭ等の審査を受ける
とともに，承認権限者の承認を
受ける。 
3.4 重要な文書の変更 
重要な文書の変更については，
原則として作成時と同じ方法
によって行うものとする。管理
方法を定めるに当たっては，次
の事項を考慮するものとする。 
(1)原則として，重要な文書の
変更に関する審査及び承認は，
最初に審査及び承認したもの
が行う。 
(2)各ＧＭは，重要な文書の変
更に関する審査及び承認を行
う場合は，最初の要求事項とそ
の趣旨を理解して行う。 
(3)各ＧＭは，変更及び改訂し
た重要な文書を識別する。 
(4)各ＧＭは，重要な文書を変
更した際に，誤用防止のために
変更前の重要な文書の取扱い
について留意するとともに，改
訂に関する情報は，関係するＧ
Ｍに対し速やかに伝達する。 
12 品質記録の管理 
発電所の運転・保守に関する品
質記録の管理を確実にするた
め，品質記録の作成，取扱い及
び保管に関する方法について
以下の通り定める。 
12.1 品質記録の作成 
(1)技術ＧＭは，事故・故障等
に関する報告書を作成する。 
(2)燃料技術ＧＭは特定燃料物
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質に関する記録，計量管理に関
する記録，新燃料の受入・炉内
での使用・使用済燃料に関する
記録，及び炉心管理に関する記
録を作成する。 
(3)放射線管理ＧＭは運転管理
のうち放射線管理に関する記
録及び放射性固体廃棄物管理
に関する記録を作成する。 
(4)環境化学ＧＭは，運転管理
のうち水質に関する記録，環境
放射線に関する記録，液体・気
体放射性廃棄物管理に関する
記録を作成する。 
(5)保健安全ＧＭは，放射線業
務従事者の線量当量に関する
記録を作成する。 
(6)当直長は，原子炉，タービ
ン，発電機，廃棄物処理設備等
の各運転記録を作成する。ま
た，運転状況，異常事象等を引
継ぎ日誌に記録する。 
(7)各ＧＭは，改造・保守に関
する記録及び不具合に関する
記録を作成する。 
(8)各ＧＭは，記録内容に応じ
て，当該機器（製品）又は役務
と品質記録が照合できるよう
にする。 
12.2 品質記録の取扱 
各ＧＭは，作成した品質記録の
取扱について以下の通り管理
する。 
(1)提出又は受領に当たって
は，対象となる記録の種類を明
確にする。 
(2)記録の修正・追加を行う場
合は，履歴の管理を行う。 
(3)品質記録は，必要な場合索
引を設けるなどの方法で保管
場所において容易に検索，閲覧
できるようにする。 
12.3 品質記録の保管 
各ＧＭは，品質記録の種類に応
じてその保管期限を明確にし，
保管する。 

 










































































